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５ Ｇ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

（目次） 

第１章～第 11 章 （略） 

第 12 章 雑則 

    第 64 条～第 81 条 （略） 

    第 81 条の２ JAPAN ローミング™の利用 

    第 82 条～第 84 条 （略） 

第13章 その他のサービス 

第85条～第90条 （略） 

第91条 番号案内サービス 

第92条 番号案内サービス料等の支払義務等 

第93条～第94条 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章～第７章 （略） 

 

    第８章 通信 

 

      第１節 （略） 

 

用    語 用  語  の  意  味 

１～２ （略） （略） 

３ モバイルマルチメディア通

信網 

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式又はＯＦＤＭＡ方式により符号、音響又

は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場

所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし

て設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下

同じとします。） 

４ ５Ｇサービス モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであ

って、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）、卸携帯電話サービス（卸携帯電話サ

ービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）

以外のもの 

 

５～34 （略） （略） 

（目次） 

第１章～第 11 章 （略） 

第 12 章 雑則 

    第 64 条～第 81 条 （略） 

 

    第 82 条～第 84 条 （略） 

第13章 その他のサービス 

第85条～第90条 （略） 

第91条 相互接続番号案内 

第92条 番号案内料等の支払義務等 

第93条～第94条 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章～第７章 （略） 

 

    第８章 通信 

 

      第１節 （略） 

 

用    語 用  語  の  意  味 

１～２ （略） （略） 

３ モバイルマルチメディア通

信網 

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式、ＯＦＤＭＡ方式又はＤＳ－ＣＤＭＡ

方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通

信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路

設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附

属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ ５Ｇサービス モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであ

って、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）、ＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡサービ

ス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、卸

携帯電話サービス（卸携帯電話サービス契約約款に規定するも

のをいいます。以下同じとします。）以外のもの 

５～34 （略） （略） 
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      第２節 通信利用の制限  

 

 （通信利用の制限） 

第 41 条 ５Ｇサービス、Ｘｉサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することがで

きないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害

の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の

利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げ

る機関に提供している５Ｇ（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止す

る措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。  

２～12 （略） 

（注）（略） 

 

第 42 条～第 43 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

    第９章  料金 

 

      第１節 料金及び工事費等 

 

 （料金及び工事費等） 

第 45 条 当社が提供する５Ｇ等の料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、契約解除料、手続きに関する料金、電話

ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書等の発行等に関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。 

２～３ （略） 

 

 

４ （略） 

 

      第２節 料金等の支払義務 

 

 （基本使用料等の支払義務） 

第 46 条 ５Ｇ契約者等は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前

日までの期間（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定

する基本使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して

その付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、１日間としま

す。）について、料金表通則に規定する付加機能使用料の支払いを要します。 

   ただし、別表２（付加機能）又は当社が別に定める提供条件書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により５Ｇ等を利用することができない状態が生じたときの基本使用料、電話ユニバー

サルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能使用料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払いは、次によります。 

 

 (1)～(3)（略） 

３ （略） 

 

第 47 条～第 51 条 （略） 

 

     第３節～第７節 （略） 

 

      第２節 通信利用の制限  

 

 （通信利用の制限） 

第 41 条 ５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全

部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と

する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに

係る機関名）に掲げる機関に提供している５Ｇ（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる

通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。  

２～12 （略） 

（注）（略） 

 

第 42 条～第 43 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

    第９章  料金 

 

      第１節 料金及び工事費等 

 

 （料金及び工事費等） 

第 45 条 当社が提供する５Ｇ等の料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、契約解除料、手続きに関する料金、電話

ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書等の発行等に関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 情報提供サービス（附則に規定するものをいいます。以下同じとします。）の利用に係る料金は、情報料とし、料金表通則に定

めるところによります。 

５ （略） 

 

      第２節 料金等の支払義務 

 

 （基本使用料等の支払義務） 

第 46 条 ５Ｇ契約者等は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前

日までの期間（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定

する基本使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを、付加機能又は情報提供サービスの提供を

開始した日から起算してその付加機能又は情報提供サービスの廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があ

った日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する付加機能使用料又は情報料の支払いを

要します。 

   ただし、別表２（付加機能）又は当社が別に定める提供条件書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により５Ｇ等を利用することができない状態が生じたときの基本使用料、電話ユニバー

サルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能使用料及び情報料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払いは、次によ

ります。 

 (1)～(3)（略） 

３ （略） 

 

第 47 条～第 51 条 （略） 

 

     第３節～第７節 （略） 
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    第 10 章 （略） 

 

    第 11 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 62 条 当社は、５Ｇサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その５Ｇ

サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間

以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、５Ｇサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続し

た時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその５Ｇサービス

に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料として規定する

料金 

 (2)（略） 

３～４ （略） 

（注）（略） 

 

第 63 条 （略） 

 

    第 12 章 雑則 

    

第 64 条～第 71 条 （略） 

  

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

第 72 条 ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）の申込み

又は５Ｇ契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス

契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2)Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約者（当該契約約款の規定により国際電話

契約を締結している者に限ります。）が、そのＸｉ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契

約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。 

 (3)（略） 

２～４ （略） 

（注）（略） 

 

第 73 条～第 81 条 （略） 

 

 （JAPAN ローミング™の利用） 

第 81 条の２ ５G 契約者（当社が別に定める者に限ります。）は、JAPAN ローミング™（天災、事変その他の非常事態が発生し

５G サービスの提供が技術的に困難と当社が判断した場合において、当社と JAPAN ローミング™に係る事業者間契約を締結した

協定事業者が、当社からの要請を承諾してドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提

供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合において、JAPAN ローミング™には次

の方式があります。 

方    式 内       容 

    第 10 章 （略） 

 

    第 11 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 62 条 当社は、５Ｇサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その５Ｇ

サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間

以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、５Ｇサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続し

た時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその５Ｇサービス

に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、情報料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料として

規定する料金 

 (2)（略） 

３～４ （略） 

（注）（略） 

 

第 63 条 （略） 

 

    第 12 章 雑則 

 

第 64 条～第 71 条 （略） 

  

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

第 72 条 ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）の申込み

又は５Ｇ契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス

契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2) ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約者（当該契約約款の

規定により国際電話契約を締結している者に限ります。）が、そのＦＯＭＡ契約、Ｘｉ契約、ワイドスター契約又はワイドスター

Ⅲ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。 

 (3)（略） 

２～４ （略） 

（注）（略） 

 

第 73 条～第 81 条 （略） 
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２ JAPAN ローミング™は、当社が定める期間及び方式に限り利用することができます。この場合において、当社は JAPAN ローミング

™を利用できる状態としたときは、当社のインターネットホームページ等において掲示します。 

３ JAPAN ローミング™に係る協定事業者において運用上又は技術上の支障が生じた場合は、JAPAN ローミング™の利用を一時

中断又は中止することがあります。 

４ 当社は、JAPAN ローミング™を利用した緊急通報において、第 64 条（発信者番号通知等）の規定にかかわらず、契約者識

別番号に代えてその契約者回線に接続されている移動無線装置に装着されたドコモＵＩＭカード等に係る IMSI 番号を、その緊

急通報に係る機関へ通知する場合があります。 

５ JAPAN ローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」又は「１８６」をダイヤルした場合、緊急通報ができない場

合があります。 

６ JAPAN ローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」をダイヤルする等した場合であっても、契約者識別番号又は

IMSI 番号が、その緊急通報に係る機関へ通知される場合があります。 

７ JAPAN ローミング™に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

（注１）フルローミング方式を利用したデータ通信モードによる通信の伝送速度は、300kb/s 以下に制限されます。 

（注２）本条第１項に規定する当社が別に定める者は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注３）本条第７項に規定する当社が別に定めるところは、当社が定める JAPAN ローミング™利用規約とします。 

 

第 82 条～第 84 条 （略） 

 

    第13章 その他のサービス 

 

第85条～第90条 （略） 

 

（番号案内サービス） 

第91条 ５Ｇ契約者等は、番号案内サービス（ＮＴＴタウンページ株式会社が提供するiタウンページに掲載されている電話番号の

案内を受けることができるものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

（注）番号案内サービスにおいて、１回の利用で問合せを行うことができる電話番号の数は15件までとします。 

 

（番号案内サービス料等の支払義務等）  

第92条 番号案内サービスの利用に係る料金は、当社が定めるものとし、番号案内サービスを利用した契約者回線の５Ｇ契約者

等が、次表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内サービス料及び番号案内サービスへの接続に係る通信料（以

下「番号案内サービス接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から番号案内サービスを利用した場合 （その

契約者回線の５Ｇ契約者等以外の者が利用した場合を含

みます。） 

その契約者回線の５Ｇ契約者等 

２ 前項の規定にかかわらず、番号案内サービスの利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信

時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内サービス料及び番号案内サービス接続通信料（以下「番号案内サービス料等」といいます。）に関するその他の提供

条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内サービス料等については通信料とみなして取り扱いま

す。 

 

第93条～第94条（略） 

１ フルローミング ２以外のもの 

２ 緊急通報のみ 通話モードによる緊急通報に限り利用できるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 82 条～第 84 条 （略） 

 

    第13章 その他のサービス 

 

第85条～第90条 （略） 

 

（相互接続番号案内） 

第91条 ５Ｇ契約者等は、当社が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業者」といいます。）が提供する電話番号等の案

内（以下「相互接続番号案内」といいます。）を利用することができます。 

（注）本条に規定する番号案内事業者は、ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社とします。 

 

（番号案内料等の支払義務等）  

第92条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定め

るものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の５Ｇ契約者等が、次表に定めるところにより、料金表別記に規定する番

号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料（以下「番号案内接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 （その

契約者回線の５Ｇ契約者等以外の者が利用した場合を含

みます。） 

その契約者回線の５Ｇ契約者等 

２ 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通

信時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内料及び番号案内接続通信料（以下「番号案内料等」といいます。）に関するその他の提供条件については、通信料

に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。 

 

 

第93条～第94条（略） 
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料金表 

通則 

 （料金等の設定） 

１ 当社が提供する５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金は、料金表別記

によるほか、当社が別に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項において「月額料金」といいます。）をそ

の利用日数に応じて日割します。 

 (1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。 

 (2) 暦月の初日以外の日に付加機能の廃止があったとき。 

 (3) 暦月の初日に付加機能の提供を開始し、その日にその付加機能の廃止があったとき。 

 

 (4)（略） 

５～９ （略） 

10 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとお

りとします。 

 (1)（略） 

 (2) 付加機能使用料の減額適用及び通信料の割引適用に係る計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り上げます。 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

11 当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きます。）から請求があったときは、次の場

合を除いて、その５Ｇサービス（当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等が５Ｇサービスに係る料金に合わせ

て請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等

の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとしま

す。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利

息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとしま

す。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを

行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあった５Ｇサービスに係る料金等が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス（Ｘｉサービス契約約款に規

定するものをいいます。以下同じとします。）、ワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをい

います。以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定するものをいいま

す。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 

 (3)（略） 

12～13 （略） 

14 当社は、５Ｇサービスに係る料金その他の債務が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス、ワイドスター通信サービス又

はワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限りま

す。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、その５Ｇサービスについて５Ｇ契約者等から第 11 項に規定する請求があ

ったものとみなして取り扱います。 

15～18 （略） 

 （料金等の支払い） 

19 契約者は、５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金について、第 22 項に

規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、５Ｇ契約者等は、その５Ｇサービスの料

金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金（第 57 条（債権の譲渡等）の規定により、当社が

請求事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定する５Ｇサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただ

きます。 

 

料金表 

通則 

 （料金等の設定） 

１ 当社が提供する５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報提供サービス及びその他のサービスに関する料

金は、料金表別記によるほか、当社が別に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項において「月額料金」といいます。）をそ

の利用日数に応じて日割します。 

 (1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能又は情報提供サービスの提供の開始があったとき。 

 (2) 暦月の初日以外の日に付加機能又は情報提供サービスの廃止があったとき。 

 (3) 暦月の初日に付加機能又は情報提供サービスの提供を開始し、その日にその付加機能又は情報提供サービスの廃止があっ

たとき。 

 (4)（略） 

５～９ （略） 

10 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとお

りとします。 

 (1)（略） 

 (2) 付加機能使用料の減額適用、通信料の割引適用及び情報料の減額適用に係る計算において、その計算結果に１円未満

の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

11 当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きます。）から請求があったときは、次の場

合を除いて、その５Ｇサービス（当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等が５Ｇサービスに係る料金に合わせ

て請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等

の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとしま

す。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利

息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとしま

す。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを

行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあった５Ｇサービスに係る料金等が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス（Ｘｉサービス契約約款に規

定するものをいいます。以下同じとします。）、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス若しくはＦＯＭＡ位置情報（ＦＯＭＡサービス

契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規

定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 (3)（略） 

12～13 （略） 

14 当社は、５Ｇサービスに係る料金その他の債務が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビ

キタス若しくはＦＯＭＡ位置情報、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒

体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、その５Ｇサ

ービスについて５Ｇ契約者等から第 11 項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

15～18 （略） 

 （料金等の支払い） 

19 契約者は、５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報料及びその他のサービスに関する料金について、第

22 項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、５Ｇ契約者等は、その５Ｇサービ

スの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報料及びその他のサービスに関する料金（第 57 条（債権の譲渡等）の規

定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定する５Ｇサービス取扱所又は金融機関等にお

いて支払っていただきます。 
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20 （略） 

21 ５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金は、支払期日の到来する順序に

従って支払っていただきます。 

22 （略） 

 （消費税相当額の加算） 

23 第 46 条（基本使用料等の支払義務）から第 52 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）、第 85 条（料金明細内訳

書の発行等）から第 87 条（支払証明書等の発行）及び第 92 条（番号案内サービス料等の支払義務等）の規定等により、

この料金表通則及び料金表別記に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額

は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

   ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（国際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金について

は、この限りでありません。 

24～37 （略） 

 （電話ユニバーサルサービス料の適用） 

38 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 46 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、

次に定めるところによります。 

 (1)Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場

合における当該暦月の電話ユニバーサルサービス料の適用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱い

ます。 

 (2)（略） 

 （電話リレーサービス料の適用） 

39 電話リレーサービス料の適用については、第 46 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、次に

定めるところによります。 

 (1)Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場

合における当該暦月の電話リレーサービス料の適用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 

 (2)（略） 

40～46 （略） 

 

47 番号案内サービス料等の適用については、第92条（番号案内サービス料等の支払義務等）及び料金表別記の規定によるほ

か、次に定めるところによります。 

(1) 番号案内サービスの利用は通話モードにより行うものとし、番号案内サービス接続通信料は料金表別記に規定する額を適用し

ます。 

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、その５Ｇサービスの契約者回線から行った番号案内サービスの利用に係る通

信（当該料金月の末日までに終了した通信に限ります。）に関する番号案内サービス料等については、料金表別記の規定に

かかわらず、支払いを要しません。 

(3) 番号案内サービスを利用した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、その番号案内サービス料等の支払いを要し

ません。この場合において、すでにその番号案内サービス料等が支払われているときは、その番号案内サービス料等を返還します。 

ア 緊急通報用電話番号の問合わせに対し、番号案内をしたとき。 

イ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 

 （割引額又は割引予定額の開示) 

48 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）して

いる２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ又

はＸｉに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、その者がｄカー

ドお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定

額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇhome でんわ、

Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがありま

す。 

20 （略） 

21 ５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報料及びその他のサービスに関する料金は、支払期日の到来す

る順序に従って支払っていただきます。 

22 （略） 

 （消費税相当額の加算） 

23 第 46 条（基本使用料等の支払義務）から第 52 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）、第 85 条（料金明細内訳

書の発行等）から第 87 条（支払証明書等の発行）、第 90 条（情報提供サービス）及び第 92 条（番号案内料等の支払

義務等）の規定等により、この料金表通則及び料金表別記に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払い

を要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

   ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（国際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金につい

ては、この限りでありません。 

24～37 （略） 

 （電話ユニバーサルサービス料の適用） 

38 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 46 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、

次に定めるところによります。 

 (1) ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約、Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドス

ター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場合における当該暦月の電話ユニバーサルサービス

料の適用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 (2)（略） 

 （電話リレーサービス料の適用） 

39 電話リレーサービス料の適用については、第 46 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、次に

定めるところによります。 

 (1) ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約、Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドス

ター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場合における当該暦月の電話リレーサービス料の

適用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 (2)（略） 

40～46 （略） 

47 情報料の適用については、第 46 条（基本使用料等の支払い義務）の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。 

48 番号案内料等の適用については、第92条（番号案内料等の支払義務等）及び料金表別記の規定によるほか、次に定めると

ころによります。 

(1) 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は料金表別記に規定する額を適用します。 

 

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、その５Ｇサービスの契約者回線から行った相互番号案内の利用に係る通信

（当該料金月の末日までに終了した通信に限ります。）に関する番号案内料等については、料金表別記の規定にかかわら

ず、支払いを要しません。 

(3) (2)の規定によるほか、番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払い

を要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 

 

 

 （割引額又は割引予定額の開示) 

49 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）して

いる２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ、

Ｘｉ又はＦＯＭＡに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、そ

の者がｄカードお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又

は割引予定額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇ

home でんわ、Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報、ワイドスター通信サービス又はワイド

スターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。 
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49～50 （略） 

（注）当社は、第 50 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の５Ｇサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨

を周知します。 

 

別記  

１～７ （略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

(1)～(3)（略） 

(4) 番号案内サービス料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内サービス料 
１電話番号ごとに （略） 

番号案内サービス接続

通信料 

 その契約者回線から当社が別に定める

協定事業者が提供する電気通信サー

ビスの契約者回線への通信に係る料

金額と同額 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能 

１ ２及び３以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～３ （略） 

（注）（略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

 

 

    附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおり

とします。 

種         類 

（略） 

 

（略） 

50～51 （略） 

（注）当社は、第 51 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の５Ｇサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨

を周知します。 

 

別記  

１～７（略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

(1)～(3)（略） 

(4) 番号案内料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内料 
１電話番号等ごとに （略） 

番号案内接続通信料  その契約者回線から番号案内事業者

が提供する電気通信サービスの契約

者回線への通信に係る料金額と同額 

 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能 

１ ２及び３以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～３ （略） 

（注）（略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

 

 

 

 

 

種         類 

（略） 

遠隔管理機能（あんしんマ

ネージャーサービス） 
基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 
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 （その他） 

３ 経企第 2903 号（令和４年２月 14 日）の附則第３項第１号を次のように改めます。 

 (1) イを次のように改めます。 

   イ 削 除 

 (2) ウを次のように改めます。 

   ウ アの規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに

５Ｇに係る定期契約を締結したとき（当社が別に定めるときを除きます。）は、契約の解除があったそのＸｉに係る定期契約

に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

４ 経企 000600001917-01 号（令和７年９月 24 日）の附則第３項を次のように改めます。 

 ３ 削 除 
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X i サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

（目次） 

第１章～第 12 章 （略） 

第 13 章 雑則 

    第 65 条～第 78 条の２ （略） 

    第 78 条の３ sp モード等を利用した請求方法等 

    第 78 条の４～第 78 条の５ （略） 

    第 78 条の６ JAPAN ローミング™の利用 

    第 79 条～第 80 条の２ （略） 

第14章 その他のサービス 

第81条～第86条 （略） 

第87条 番号案内サービス 

第88条 番号案内サービス料等の支払義務 

第89条～第93条 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章～第８章 （略） 

 

用    語 用  語  の  意  味 

１～３ （略） （略） 

３ モバイルマルチメディア通

信網 

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式又はＯＦＤＭＡ方式により符号、音響又

は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場

所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし

て設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下

同じとします。） 

４ Ｘｉサービス モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであ

って、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）、卸携帯電話サービス（卸携帯電話

サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）

以外のもの 

 

 

５～33 （略） （略） 

（目次） 

第１章～第 12 章 （略） 

第 13 章 雑則 

    第 65 条～第 78 条の２ （略） 

    第 78 条の３ ｉモード等を利用した請求方法等 

    第 78 条の４～第 78 条の５ （略） 

 

    第 79 条～第 80 条の２ （略） 

第14章 その他のサービス 

第81条～第86条 （略） 

第87条 相互接続番号案内 

第88条 番号案内料等の支払義務 

第89条～第93条 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章～第８章 （略） 

 

用    語 用  語  の  意  味 

１～３ （略） （略） 

３ モバイルマルチメディア通

信網 

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式、ＯＦＤＭＡ方式又はＤＳ－ＣＤＭＡ

方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通

信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路

設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附

属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ Ｘｉサービス モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであ

って、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）、ＦＯＭＡサービス（ＦＯＭＡサービ

ス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、卸

ＦＯＭＡサービス及び卸Ｘｉサービス（卸携帯電話サービス契

約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）以外のも

の 

５～33 （略） （略） 
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    第９章 通信 

 

      第１節 通信の種類等 

 

 （通信の種類等） 

第 42 条 通信には、次の種類があります。 

   ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の

種類は通話モード及びデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～４ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 43 条～第 44 条 （略） 

 

      第２節 通信利用の制限  

 

 （通信利用の制限） 

第 45 条 Ｘｉサービス、５Ｇサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することがで

きないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害

の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の

利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げ

る機関に提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を

中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。 

２～10 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 46 条～第 46 条の２ （略） 

 

      第３節  通信時間等の測定 

 

 （通信時間等の測定等） 

第 47 条 通話モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着

信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻（第 46 条（通

信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。）までの経過時間とし、当社の機器（相互接続通信

の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。）により測定します。 

２～５ （略） 

 

      第４節 （略） 

 

    第 10 章 料金等 

 

種    類 内     容 

（略） （略） 

 

 

 

（略） （略） 

    第９章 通信 

 

      第１節 通信の種類等 

 

 （通信の種類等） 

第 42 条 通信には、次の種類があります。 

   ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の

種類は通話モード及びデータ通信モード（128k 通信モードを除きます。）に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～４ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 43 条～第 44 条 （略） 

 

      第２節 通信利用の制限  

 

 （通信利用の制限） 

第 45 条 Ｘｉサービス、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全

部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と

する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５（通信の優先的取扱いに

係る機関名）に掲げる機関に提供しているＸｉサービス（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のも

のによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。 

２～10 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 46 条～第 46 条の２ （略） 

 

      第３節  通信時間等の測定 

 

 （通信時間等の測定等） 

第 47 条 通話モード及び 64kb/s デジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした

時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない

状態にした時刻（第 46 条（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。）までの経過時間と

し、当社の機器（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。）により測定します。 

２～５ （略） 

 

      第４節 （略） 

 

    第 10 章 料金等 

 

種    類 内     容 

（略） （略） 

64kb/s デジタル通信モード 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、音声その他の音響又

は影像の伝送を行うためのもの 

（略） （略） 
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      第１節 料金及び工事費等 

 

 （料金及び工事費等） 

第 48 条 当社が提供するＸｉサービス（Ｘｉ特定接続を除きます。以下この条において同じとします。）の料金は、基本使用料、

付加機能使用料、通信料、契約解除料、手続きに関する料金、電話ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書

等の発行等に関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。 

２～３ （略） 

 

 

４ （略） 

 

     第２節 料金等の支払義務 

 

 （基本使用料等の支払義務） 

第 49 条 Ｘｉ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日ま

での期間（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する

基本使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算してその

付加機能又は情報提供サービスの廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場

合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する付加機能使用料の支払いを要します。 

   ただし、料金表通則において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＸｉサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、電話ユニ

バーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能使用料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払いは、次によりま

す。 

 (1)～(3)（略） 

３ （略） 

 

第 50 条～第 53 条 （略） 

 

     第３節～第７節 （略） 

 

    第 11 章 （略） 

 

    第 12 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 63 条 当社は、Ｘｉサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのＸｉ

サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間

以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、Ｘｉサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続し

た時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのＸｉサービス

に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料として規定する

料金 

 (2)（略） 

３～４ （略） 

（注）（略） 

      第１節 料金及び工事費等 

 

 （料金及び工事費等） 

第 48 条 当社が提供するＸｉサービス（Ｘｉ特定接続を除きます。以下この条において同じとします。）の料金は、基本使用料、

付加機能使用料、通信料、契約解除料、手続きに関する料金、電話ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書

等の発行等に関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 情報提供サービス（附則に規定するものをいいます。以下同じとします。）の利用に係る料金は、情報料とし、料金表通則に定

めるところによります。 

５ （略） 

 

     第２節 料金等の支払義務 

 

 （基本使用料等の支払義務） 

第 49 条 Ｘｉ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日

までの期間（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する

基本使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを、付加機能又は情報提供サービスの提供を開始

した日から起算してその付加機能又は情報提供サービスの廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった

日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する付加機能使用料又は情報料の支払いを要し

ます。 

   ただし、料金表通則において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりＸｉサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、電話ユ

ニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能使用料及び情報料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払いは、

次によります。 

 (1)～(3)（略） 

３ （略） 

 

第 50 条～第 53 条 （略） 

 

     第３節～第７節 （略） 

 

    第 11 章 （略） 

 

    第 12 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 63 条 当社は、Ｘｉサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのＸｉ

サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間

以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、Ｘｉサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続し

た時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのＸｉサービス

に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、情報料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料として

規定する料金 

 (2)（略） 

３～４ （略） 

（注）（略） 
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第 64 条 （略） 

 

    第 13 章 雑則 

 

 （発信者番号通知等） 

第 65 条 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます。）については、その契約者識別番号をその通信

の着信のあった契約者回線等へ通知します。 

   ただし、発信者は、Ｘｉ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります。）を行う場合を除き、当社が別に定め

る方法により契約者識別番号を通知しないことができます。 

２～３ （略） 

４ Ｘｉ契約者及びＸｉ特定接続契約者（第 25 条（契約者識別番号）の規定により当社が契約者識別番号を定めたＸｉ

特定接続契約に係る者に限ります。以下この条において同じとします。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線

に着信できなかった通信（通話モードによる通信に限ります。）について、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この条に

おいて「着信通知」といいます。）を受けることができます。 

５～６ （略） 

（注）（略） 

 

第 65 条の２～第 69 条 （略） 

 

 （利用に係る契約者の義務） 

第 70 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

 (1)～(12)（略） 

 (13) 電子メール（sp モード電子メール（sp モードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。）及び moperaU

サービス（moperaU ご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る電子メールを含みます。以下この条に

おいて同じとします。）の送信は当社が別に定める方法により行うこと。 

 

 (14)～(17)（略） 

２～６ （略） 

（注１）本条第１項第 13 号に定める当社が別に定める方法は、本条第２項の規定によるほか、「moperaU ご利用規則」又は

「sp モードご利用規則」等に定めるところによります。 

（注２）（略） 

 

第 71 条 （略） 

  

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

第 72 条 ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）の申込み

又は５Ｇ契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス

契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2)当社が定める５G サービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約者（当該契約

約款の規定により国際電話契約を締結している者に限ります。）が、その５G 契約、Ｘｉ契約、ワイドスター契約又はワイドスタ

ーⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。 

 

 (3)（略） 

２～４ （略） 

（注）（略） 

 

第 64 条 （略） 

 

    第 13 章 雑則 

 

 （発信者番号通知等） 

第 65 条 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます。）については、その契約者識別番号をその通信

の着信のあった契約者回線等へ通知します。 

   ただし、発信者は、Ｘｉ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります。）を行う場合を除き、当社が別に定め

る方法により契約者識別番号を通知しないことができます。 

２～３ （略） 

４ Ｘｉ契約者及びＸｉ特定接続契約者（第 25 条（契約者識別番号）の規定により当社が契約者識別番号を定めたＸｉ

特定接続契約に係る者に限ります。以下この条において同じとします。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線

に着信できなかった通信（通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信に限ります。）について、その通信の日時等に関

する情報の通知（以下この条において「着信通知」といいます。）を受けることができます。 

５～６ （略） 

（注）（略） 

 

第 65 条の２～第 69 条 （略） 

 

 （利用に係る契約者の義務） 

第 70 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

 (1)～(12)（略） 

 (13) 電子メール（ｉモード電子メール（ｉモードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。）、sp モード電子メ

ール（sp モードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。）及び moperaU サービス（moperaU ご利用規

則に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る電子メールを含みます。以下この条において同じとします。）の送信は

当社が別に定める方法により行うこと。 

 (14)～(17)（略） 

２～６ （略） 

（注１）本条第１項第 13 号に定める当社が別に定める方法は、本条第２項の規定によるほか、「moperaU ご利用規則」、「sp

モードご利用規則」又は「ｉモードご利用規則」等に定めるところによります。 

（注２）（略） 

 

第 71 条 （略） 

  

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

第 72 条 ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）の申込み

又は５Ｇ契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス

契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2) 当社が定める５G サービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る

契約者（当該契約約款の規定により国際電話契約を締結している者に限ります。）が、その５G 契約、ＦＯＭＡ契約、Ｘｉ

契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結する場合であって、国際電話サービスを

継続して利用するとき。 

 (3)（略） 

２～４ （略） 

（注）（略） 
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第 73 条～第 74 条 （略） 

 

 （利用者登録） 

第 74 条の２ Ｘｉ契約者（当社が別に定める者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める方法により、そ

の契約に係るＸｉサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことができます。この場合において、

利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま

す。 

２～５ （略） 

６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用

者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損

害について、責任を負いません。 

 (1)～(6)（略） 

 (7) Ｘｉ契約者からの請求により、当社の設置した電気通信設備に蓄積されたデータの一部を、当社が別に定める方法により閲

覧に供する場合があること。 

７～９ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 75 条～第 78 条の２ （略） 

 

 （sp モード等を利用した請求方法等） 

第 78 条の３ Ｘｉ契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定

める方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 

２ （略） 

 

第 78 条の４～第 78 条の５ （略） 

 

 （JAPAN ローミング™の利用） 

第 78 条の６ Ｘｉ契約者（当社が別に定める者に限ります。）は、JAPAN ローミング™（天災、事変その他の非常事態が発生

しＸｉサービスの提供が技術的に困難と当社が判断した場合において、当社と JAPAN ローミング™に係る事業者間契約を締結し

た協定事業者が、当社からの要請を承諾してドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して

提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合において、JAPAN ローミング™には

次の方式があります。 

 

 

 

 

 

 

２ JAPAN ローミング™は、当社が定める期間及び方式に限り利用することができます。この場合において、当社は JAPAN ローミング

™を利用できる状態としたときは、当社のインターネットホームページ等において掲示します。 

３ JAPAN ローミング™に係る協定事業者において運用上又は技術上の支障が生じた場合は、JAPAN ローミング™の利用を一時

中断又は中止することがあります。 

４ 当社は、JAPAN ローミング™を利用した緊急通報において、第 65 条（発信者番号通知等）の規定にかかわらず、契約者識

別番号に代えてその契約者回線に接続されている移動無線装置に装着されたドコモＵＩＭカード等に係る IMSI 番号を、その緊

急通報に係る機関へ通知する場合があります。 

５ JAPAN ローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」又は「１８６」をダイヤルした場合、緊急通報ができない場

合があります。 

方    式 内       容 

１ フルローミング ２以外のもの 

２ 緊急通報のみ 通話モードによる緊急通報に限り利用できるもの 

 

第 73 条～第 74 条 （略） 

 

 （利用者登録） 

第 74 条の２ Ｘｉ契約者（当社が別に定める者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める方法により、そ

の契約に係るＸｉサービスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことができます。この場合において、

利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま

す。 

２～５ （略） 

６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用

者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損

害について、責任を負いません。 

 (1)～(6)（略） 

 (7) Ｘｉ契約者からの請求により、ｉモードご利用規則に規定するｉモードお預かりセンターその他の当社の設置した電気通信設

備に蓄積されたデータの一部を、当社が別に定める方法により閲覧に供する場合があること。 

７～９ （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第 75 条～第 78 条の２ （略） 

 

 （ｉモード等を利用した請求方法等） 

第 78 条の３ Ｘｉ契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定

める方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 

２ （略） 

 

第 78 条の４～第 78 条の５ （略） 
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６ JAPAN ローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」をダイヤルする等した場合であっても、契約者識別番号又は

IMSI 番号が、その緊急通報に係る機関へ通知される場合があります。 

７ JAPAN ローミング™に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

（注１）フルローミング方式を利用したデータ通信モードによる通信の伝送速度は、300kb/s 以下に制限されます。 

（注２）本条第１項に規定する当社が別に定める者は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（注３）本条第７項に規定する当社が別に定めるところは、当社が定める JAPAN ローミング™利用規約とします。 

 

第 79 条～第 80 条の２ （略） 

 

    第 14 章 その他のサービス 

 

 （料金明細内訳書の発行等） 

第 81 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、そのＸｉ契約者に係るＸｉ又は国際アウトローミング（当社が別に定める

通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。）の通信料金明細内訳書を発行します。 

２～５ （略） 

６ 当社は、前５項の規定によるほか、あらかじめＸｉ契約者（当社が別に定める者を除きます。）から請求があったときは、通話モ

ードに係るＸｉサービスの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手先に応じて分けて記録する取扱い

（以下「用途別集計」といいます。）を行います。 

７～８ （略） 

（注１）～（注３）（略） 

 

第 81 条の２～第 83 条 （略） 

 

 （回収代行の承諾等） 

第 84 条 Ｘｉ契約者は、有料情報サービス（Ｘｉ等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以

下同じとします。）を利用したときのその有料情報サービスの料金（有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契

約者回線の契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下

「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の

代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。 

２～８ （略） 

（注）回収方法その他の回収代行に関する条件は、「sp モードご利用規則」等に定めるところによります。 

 

 

第 85 条～第 86 条 （略） 

 

（番号案内サービス） 

第87条 Ｘｉ契約者は、番号案内サービス（ＮＴＴタウンページ株式会社が提供するiタウンページに掲載されている電話番号の案

内を受けることができるものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

（注）番号案内サービス案内において、１回の利用で問合せを行うことができる電話番号の数は15件までとします。 

 

（番号案内サービス料等の支払義務等）  

第88条 番号案内サービスの利用に係る料金は、当社が定めるものとし、番号案内サービスを利用した契約者回線の契約者が、次

表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内サービス料及び番号案内サービスへの接続に係る通信料（以下「番号

案内サービス接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から番号案内サービスを利用した場合

（その契約者回線の契約者以外の者が利用した場
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第 79 条～第 80 条の２ （略） 

 

    第 14 章 その他のサービス 

 

 （料金明細内訳書の発行等） 

第 81 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、そのＸｉ契約者に係るＸｉ又は国際アウトローミング（当社が別に定める

通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。）の通信料金明細内訳書を発行します。 

２～５ （略） 

６ 当社は、前５項の規定によるほか、あらかじめＸｉ契約者（当社が別に定める者を除きます。）から請求があったときは、通話モ

ード及び 64kb/s デジタル通信モードに係るＸｉサービスの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手

先に応じて分けて記録する取扱い（以下「用途別集計」といいます。）を行います。 

７～８ （略） 

（注１）～（注３）（略） 

 

第 81 条の２～第 83 条 （略） 

 

 （回収代行の承諾等） 

第 84 条 Ｘｉ契約者は、有料情報サービス（Ｘｉ等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以

下同じとします。）を利用したときのその有料情報サービスの料金（有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契

約者回線の契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下

「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の

代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。 

２～８ （略） 

（注）回収方法その他の回収代行に関する条件は、「ｉモードご利用規則」又は「sp モードご利用規則」等に定めるところによりま

す。 

 

第 85 条～第 86 条 （略） 

 

（相互接続番号案内） 

第87条 Ｘｉ契約者は、当社が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業者」 といいます。）が提供する電話番号等の案内

（以下「相互接続番号案内」といいます。）を利用することができます。  

（注）本条に規定する番号案内事業者は、ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社とします。 

 

（番号案内料等の支払義務等）  

第88条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定め

るものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内

料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料（以下「番号案内接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合

（その契約者回線の契約者以外の者が利用した場
（略） 
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合を含みます。 

２ 前項の規定にかかわらず、番号案内サービスの利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信

時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内サービス料及び番号案内サービス接続通信料（以下「番号案内サービス料等」といいます。）に関するその他の提供

条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内サービス料等については通信料とみなして取り扱いま

す。 

 

第89条～第93条（略） 

 

料金表 

通則 

 （料金等の設定） 

１ 当社が提供するＸｉサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金は、料金表別記

によるほか、当社が別に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項において「月額料金」といいます。）をそ

の利用日数に応じて日割します。 

 (1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。 

 

 (2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

 (3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又はその付加機能の廃止があったとき。 

 

 (4)～(5)（略） 

５～７ （略） 

８ 受付終了プラン（基本使用料の料金種別又は通信料の区分のうち、既に選択している契約者を除いて、新たに選択することの

できないものをいいます。以下この項において同じとします。）に係るＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにＸｉ

契約又はＸｉユビキタス契約の締結を行った場合及び受付終了プランに係る基本使用料の料金種別から料金表に規定する基本

使用料の料金種別へ変更を行った場合の料金の計算方法及び定期契約等に係る契約期間の起算日の取扱いについては、当

社が別に定めるところによります。 

９～10 （略） 

11 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとお

りとします。 

 (1)（略） 

 (2) 付加機能使用料の減額適用及び通信料の割引適用に係る計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り上げます。 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

12 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＸｉ（当社が提供する他の電気通信サービスであって、

その料金等がＸｉに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、

当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の

料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報の

うち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通

知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったＸｉに係る料金等が、他の５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとしま

す。）、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス、ワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。

以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下

合を含みます。 

２ 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通

信時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内料及び番号案内接続通信料（以下「番号案内料等」といいます。）に関するその他の提供条件については、通信料

に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。 

 

第89条～第93条（略） 

 

料金表 

通則 

 （料金等の設定） 

１ 当社が提供するＸｉサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報提供サービス及びその他のサービスに関する料

金は、料金表別記によるほか、当社が別に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項において「月額料金」といいます。）をそ

の利用日数に応じて日割します。 

 (1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能（別表２（付加機能）に規定するｉモード電子メール転送機能を除き

ます。以下この条において同じとします。）若しくは情報提供サービスの提供の開始があったとき。 

 (2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは情報提供サービスの廃止があったとき。 

 (3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能若しくは情報提供サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又はその付加

機能若しくは情報提供サービスの廃止があったとき。 

 (4)～(5)（略） 

５～７ （略） 

８ 受付終了プラン（基本使用料の料金種別又は通信料の区分のうち、既に選択している契約者を除いて、新たに選択することの

できないものをいいます。以下この項において同じとします。）に係るＸｉ契約、Ｘｉユビキタス契約、ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭ

Ａユビキタス契約の解除と同時に新たにＸｉ契約、Ｘｉユビキタス契約、ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡユビキタス契約の締結を

行った場合及び受付終了プランに係る基本使用料の料金種別から料金表に規定する基本使用料の料金種別へ変更を行った場

合の料金の計算方法及び定期契約等に係る契約期間の起算日の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。 

９～10 （略） 

11 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとお

りとします。 

 (1)（略） 

 (2) 付加機能使用料の減額適用、通信料の割引適用及び情報料の減額適用に係る計算において、その計算結果に１円未満

の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

12 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＸｉ（当社が提供する他の電気通信サービスであって、

その料金等がＸｉに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、

当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の

料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報の

うち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通

知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったＸｉに係る料金等が、他の５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとしま

す。）、Ｘｉ若しくはＸｉユビキタス、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス若しくはＦＯＭＡ位置情報（ＦＯＭＡサービス契約約

款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定する

ものをいいます。以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定するものを
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同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 (3)（略） 

13 当社は、１のＸｉにおいて、別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能又は sp モード機能の提供を受けていること及び

料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを

確認した日において、そのＸｉについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

   ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 

 

 (1)～(4)（略） 

14 当社は、Ｘｉ又はＸｉユビキタスに係る料金その他の債務が、他のＸｉサービス、５Ｇサービス、ワイドスター通信サービス又は

ワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限りま

す。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのＸｉについてＸｉ契約者から第 12 項に規定する請求があったものと

みなして取り扱います。 

15～18 （略） 

 （料金等の支払い） 

19 契約者は、料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金について、第 22 項に規定する場合を

除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、Ｘｉ契約者は、その料金、工事費、国際アウトローミング

利用料及びその他のサービスに関する料金（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したもの

を除きます。）について、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

20～22 （略） 

 （消費税相当額の加算） 

23 第 49 条（基本使用料等の支払義務）から第 54 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）、第 81 条（料金明細内訳

書の発行等）から第 83 条（支払証明書等の発行）及び第 88 条（番号案内サービス料等の支払義務等）の規定等により、

この料金表通則及び料金表別記に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額

は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

   ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（国際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金について

は、この限りでありません。 

24～36 （略） 

37 次のいずれかに該当するときは、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、請求書等の発行等に関する料金の支払いを要しま

せん。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) 別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能又は sp モード機能の提供を受けていないとき。 

 

 (4)～(6)（略） 

 （電話ユニバーサルサービス料の適用） 

38 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 49 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、

次に定めるところによります。 

 (1) ５Ｇ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結した場合

における当該暦月の電話ユニバーサルサービス料の適用については、継続してＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結していた

ものとみなして取り扱います。 

 (2)（略） 

 （電話リレーサービス料の適用） 

39 電話リレーサービス料の適用については、第 49 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、次に定

めるところによります。 

 (1) ５Ｇ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たにＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結した場合

における当該暦月の電話リレーサービス料の適用については、継続してＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結していたものとみ

なして取り扱います。 

 (2)（略） 

いいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 (3)（略） 

13 当社は、１のＸｉにおいて、ｉモード機能若しくはビジネス mopera インターネット機能又は別表２（付加機能）に規定する

moperaU 機能若しくは sp モード機能の提供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを

確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、そのＸｉについて契約者から前項に規定

する請求があったものとみなして取り扱います。 

   ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 

 (1)～(4)（略） 

14 当社は、Ｘｉ又はＸｉユビキタスに係る料金その他の債務が、他のＸｉサービス、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、ワイドスタ

ー通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けて

いるものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのＸｉについてＸｉ契約者から第 12 項に規定する請

求があったものとみなして取り扱います。 

15～18 （略） 

 （料金等の支払い） 

19 契約者は、料金、工事費、国際アウトローミング利用料、情報料及びその他のサービスに関する料金について、第 22 項に規定

する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、Ｘｉ契約者は、その料金、工事費、国際アウト

ローミング利用料、情報料及びその他のサービスに関する料金（第 58 条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業

者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

20～22 （略） 

 （消費税相当額の加算） 

23 第 49 条（基本使用料等の支払義務）から第 54 条（相互接続通信に係る料金の取扱い）、第 81 条（料金明細内訳

書の発行等）から第 83 条（支払証明書等の発行）、第 86 条（情報提供サービス）及び第 88 条（番号案内料等の支払

義務等）の規定等により、この料金表通則及び料金表別記に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払い

を要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。 

   ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（国際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金につい

ては、この限りでありません。 

24～36 （略） 

37 次のいずれかに該当するときは、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、請求書等の発行等に関する料金の支払いを要しま

せん。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) ｉモード機能若しくはビジネス mopera インターネット機能又は別表２（付加機能）に規定する moperaU 機能若しくは sp

モード機能の提供を受けていないとき。 

 (4)～(6)（略） 

 （電話ユニバーサルサービス料の適用） 

38 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 49 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、

次に定めるところによります。 

 (1) ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約、５Ｇ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ

契約の解除と同時に新たにＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結した場合における当該暦月の電話ユニバーサルサービス料

の適用については、継続してＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 (2)（略） 

 （電話リレーサービス料の適用） 

39 電話リレーサービス料の適用については、第 49 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によるほか、次に定

めるところによります。 

 (1) ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約、５Ｇ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ

契約の解除と同時に新たにＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結した場合における当該暦月の電話リレーサービス料の適用

については、継続してＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 (2)（略） 
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40～46 （略） 

 

47 番号案内サービス料等の適用については、第88条（番号案内サービス料等の支払義務等）及び料金表別記の規定によるほ

か、次に定めるところによります。 

(1) 番号案内サービスの利用は通話モードにより行うものとし、番号案内サービス接続通信料は料金表別記に規定する額を適用し

ます。 

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、そのＸｉの契約者回線から行った番号案内サービスの利用に係る通信（当

該料金月の末日までに終了した通信に限ります。）に関する番号案内サービス料等については、料金表別記の規定にかかわら

ず、支払いを要しません。 

(3) 番号案内サービスを利用した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、その番号案内サービス料等の支払いを要し

ません。この場合において、すでにその番号案内サービス料等が支払われているときは、その番号案内サービス料等を返還します。 

ア 緊急通報用電話番号の問合わせに対し、番号案内をしたとき。 

イ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 

 （割引額又は割引予定額の開示) 

48 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）して

いる２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ又

はＸｉに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、その者がｄカー

ドお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定

額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇhome でんわ、

Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがありま

す。 

49～50 （略） 

（注）当社は、第 50 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨

を周知します。 

 

別記  

１～７ （略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

(1)～(3)（略） 

(4) 番号案内サービス料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内サービス料 
１電話番号ごとに （略） 

番号案内サービス接続

通信料 

 その契約者回線から当社が別に定める

協定事業者が提供する電気通信サービ

スの契約者回線への通信に係る料金額

と同額 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能 

１ Ｘｉ契約に係るもの 

種        類 

40～46 （略） 

47 情報料の適用については、第 49 条（基本使用料等の支払い義務）の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。 

48 番号案内料等の適用については、第88条（番号案内料等の支払義務等）及び料金表別記の 規定によるほか、次に定める

ところによります。 

(1) 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は料金表別記に規定する額を適用しま

す。  

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、そのＸｉの契約者回線から行った相互番号案内の利用に係る通信（当該

料金月の末日までに終了した通信に限ります。）に関する番号案内料等については、料金表別記の規定にかかわらず、支払い

を要しません。 

(3) (2)の規定によるほか、番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを

要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 

 

 

 （割引額又は割引予定額の開示) 

49 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）して

いる２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ、

Ｘｉ又はＦＯＭＡに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、そ

の者がｄカードお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又

は割引予定額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇ

home でんわ、Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報、ワイドスター通信サービス又はワイド

スターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。 

50～51 （略） 

（注）当社は、第 51 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨

を周知します。 

 

別記  

１～７（略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

(1)～(3)（略） 

(4) 番号案内料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内料 
１電話番号等ごとに （略） 

番号案内接続通信料  その契約者回線から番号案内事業者が

提供する電気通信サービスの契約者回

線への通信に係る料金額と同額 

 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能 

１ Ｘｉ契約に係るもの 

種        類 
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２ Ｘｉユビキタス

契約に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）（略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

 

 

    附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおり

とします。 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 
 

（略） 

 

 
 
 

（略） 

種        類 

（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ Ｘｉユビキタス

契約に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）（略） 

 

別表３～別表７ （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ビジネス mopera インターネ

ット機能（ビジネス mopera

インターネット） 

追加機能 ＩＰ網接続 

機能 

タイプ２（「Ｂフレッツ/フレッツ光

ネクスト」コース） 

（略） 

ｉモードケータイデータお預か

り機能（i モードケータイデー

タお預かりサービス） 

基本機能 

追加機能 容量拡張機能（お預かりプラス） 

ｉモード電子メール転送機能（メアド変えても転送サービス） 

ｉモード電子メール等音声文字変換機能（音声入力メール） 

（略） 

遠隔管理機能（あんしんマ

ネージャーサービス） 
基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 

種        類 

（略） 

ビジネス mopera インターネ

ット機能（ビジネス mopera

インターネット） 

追加機能 ＩＰ網接続 

機能 

タイプ２（「Ｂフレッツ/フレッツ光

ネクスト」コース） 

遠隔管理機能（あんしんマ

ネージャーサービス） 
基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

（略） 
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 （その他） 

３ 経企第 702 号（平成 26 年８月８日）の附則を次のように改めます。   

 (1) 第４項を次のように改めます。 

   ア 第 1 号のイの(イ)中、「定期包括割引（ビジネスセーバー）又はユビキタス定期複数契約割引（ユビキタスプラン割引）」を

「ユビキタス定期複数契約割引（ユビキタスプラン割引）」に改めます。 

   イ 第２号を次のように改めます。 

    (ア) アの(イ)を次のように改めます。 

      (イ) 削 除 

    (イ) ウを次のように改めます。 

     ① (ア)を次のように改めます。 

      (ア) 複数回線複合割引（ファミリ－割引）の適用は、改正後の規定における総合利用プランに係るＸｉの場合に準ずる

ものとします。 

       ① タイプＸｉにねんを選択しているＸｉ契約者が、そのＸｉが属する割引回線群（以下この欄において「指定割引回

線群」といいます。）に係る契約者回線への通話モードによる通信（料金月の末日までに終了した通信に限ります。）

に関する料金について、支払いを要しません。 

       ② 削 除 

     ② (イ)の①の表を次のように改めます。 

区  分 

定額料(月額) 割 引 額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

(ア) (イ)以外のもの (イ) 指定割引回線群に係る契約者

回線への通話モードによる通信 

指

定

割

引

回

線

群

に

係

る

Ｘ

ｉ

等

の

数 

２～30 － その通信に関する料金の月

間累計額に 0.10 を乗じて

得た額 

その通信（料金月の末日までに終了

した通信に限ります。）に関する料金

について、支払いを要しません。 

31～100 477 円( 524.7 円) その通信に関する料金の月

間累計額に 0.20 を乗じて

得た額 

101～1000 667 円( 733.7 円) その通信に関する料金の月

間累計額に 0.30 を乗じて

得た額 

   ウ 第５号中、「通信の付加サービス及び情報提供サービスの提供条件」を「通信の付加サービスの提供条件」に改めます。  

 (2) 第７項第１号中、「通話モード、64kb/s デジタル通信モード及びショートメッセージ通信モード」を「通話モード及びショートメッ

セージ通信モード」に改めます。 

４ 経企第 1896 号（平成 29 年３月 24 日）の附則第３項第２号を次のように改めます。  

 (2) 削 除 

５ 経企第 406 号（令和元年５月 21 日）の附則第 20 項を次のように改めます。 

 (1) 第２号のア中、「moperaU 機能（当社が別に定めるスタンダードプランに係るものに限ります。）、ビジネス mopera インター

ネット機能、sp モード機能及びｉモード機能」を「moperaU 機能（当社が別に定めるスタンダードプランに係るものに限りま

す。）及び sp モード機能」に改めます。 

 (2) 第３号を次のように改めます。 

   ア アの(イ)を次のように改めます。 
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    (イ) 削 除 

   イ イ中、「通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信」を「通話モードによる通信」に改めます。 

   ウ ウの(イ)中、「通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信」を「通話モードによる通信」に改めます。 

   エ オの(エ)を次のように改めます。 

    (エ) 削 除 

   オ キを次のように改めます。  

キ 複数回線複合割引（ファミリー割引）の適用は、次に定めるところによります。 

     (ア) Ｘｉカケホーダイライトプラン、Ｘｉカケホーダイライトプラン（ケータイ）又はＸｉシンプルプランに係る定期契約を締結

しているときは、そのＸｉが属する割引回線群を構成する他の契約者回線等への通話モードによる通信（料金月の末

日までに終了した通信に限り、当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金について、支払いを要しません。 

     (イ) 削 除  

   カ クの(ア)の表を次のように改めます。 

区  分 

定額料(月額) 割 引 額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

(ア) (イ)以外のもの (イ) 指定割引回線群に係る契約者

回線への通話モードによる通信 

指

定

割

引

回

線

群

に

係

る

Ｘ

ｉ

等

の

数 

２～30 － その通信に関する料金の月

間累計額に 0.10 を乗じて

得た額 

その通信（料金月の末日までに終了

した通信に限ります。）に関する料金

について、支払いを要しません。 

31～100 477 円( 524.7 円) その通信に関する料金の月

間累計額に 0.20 を乗じて

得た額 

101～1000 667 円( 733.7 円) その通信に関する料金の月

間累計額に 0.30 を乗じて

得た額 

６ 経企第 1605 号（令和元年９月 24 日）の附則第３項を次のように改めます。 

 ３ 削 除 

７ 経企第 2903 号（令和４年２月 14 日）の附則第３項第１号のイ及びウを次のように改めます。 

 (1) イを次のように改めます。 

   イ 削 除 

   ウ 削 除 

 (2) ウを次のように改めます。 

   ウ アの規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）の解除と同時に新たに

５Ｇに係る定期契約を締結したとき（当社が別に定めるときを除きます。）は、契約の解除があったそのＸｉに係る定期契約

に係る起算日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

８ 経企第 4573 号（令和６年３月 25 日）の附則第３項を次のように改めます。 

 ３ 削 除 

９ 経企 000600001917-01 号（令和７年９月 24 日）の附則第３項を次のように改めます。 

 ３ 削 除 
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国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

 

    第２章 契約 

 

第７条～第８条 （略） 

 

 （国際電話契約の締結） 

第９条 Ｘｉ等（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（５Ｇ契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）、５Ｇ

home でんわ、５Ｇ特定接続及び卸携帯電話サービスを除きます。以下この項において同じとします。）に係る契約を締結したと

きは、そのＸｉ等の契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)～(4)（略） 

２ （略） 

３ ５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するコースＢに係るものに限ります。）に係る契約を締結したとき又は５Ｇ契約に

係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）をしたときは、その５Ｇ契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなりま

す。 

用    語 用  語  の  意  味 

１～５ （略） （略） 

６ 国際電話サービス ５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス若しくはワイドスターⅢ

通信サービスの契約者回線又は専用回線等接続サービスの専用回線等を使

用して本邦と外国（インマルサットシステム移動地球局（海事衛星通信を取

扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとしま

す。）及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛

星携帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます。）を含みます。）との

間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービス 

７～９ （略） （略） 

10 Ｘｉ等 当社が提供する５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ

home でんわ及び５Ｇ特定接続を除きます。以下別段の定めがある場合を

除き同じとします。）、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉ

特定接続除きます。以下同じとします。）、ワイドスター通信サービス、ワイドス

ターⅢ通信サービス、専用回線等接続サービス及び卸携帯電話サービス 

 

11 （略） （略） 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （略） 

 

    第２章 契約 

 

第７条～第８条 （略） 

 

 （国際電話契約の締結） 

第９条 Ｘｉ等（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（５Ｇ契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）、５Ｇ

home でんわ、５Ｇ特定接続及び卸携帯電話サービスを除きます。以下この項において同じとします。）に係る契約を締結したと

きは、そのＸｉ等の契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)～(4)（略） 

２ （略） 

３ ５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するコースＢに係るものに限ります。）に係る契約を締結したとき又は５Ｇ契約に

係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）をしたときは、その５Ｇ契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなりま

す。 

用    語 用  語  の  意  味 

１～５ （略） （略） 

６ 国際電話サービス ５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス若

しくはワイドスターⅢ通信サービスの契約者回線又は専用回線等接続サービス

の専用回線等を使用して本邦と外国（インマルサットシステム移動地球局

（海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいい

ます。以下同じとします。）及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電

話システムに係る衛星携帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます。）

を含みます。）との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービス 

７～９ （略） （略） 

10 Ｘｉ等 当社が提供する５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ

home でんわ及び５Ｇ特定接続を除きます。以下別段の定めがある場合を

除き同じとします。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約

約款に規定するＸｉ特定接続除きます。以下同じとします。）、ワイドスター

通信サービス、ワイドスターⅢ通信サービス、専用回線等接続サービス及び卸

携帯電話サービス 

11 （略） （略） 
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   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1) ５Ｇサービス又はＸｉサービスに係る契約者（当該契約約款の規定により国際電話契約を締結している者に限ります。）

が、その契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結したとき。 

 (2)（略） 

 

第 10 条～第 15 条 （略） 

 

    第３章 （略） 

 

    第４章 通話 

 

第 19 条 （略） 

 

 （取扱地域等） 

第 20 条 通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。 

   ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。 

２ 国際電話サービスに係る通話（当社が別に定める機能を利用して行う通話及び専用回線等接続サービスに係る通話を除きま

す。）は、５Ｇサービスに係る移動無線装置、Ｘｉサービスに係る移動無線装置、ワイドスター通信サービスに係る移動無線装

置、ワイドスターⅢ通信サービスに係る移動無線装置又は卸携帯電話サービスに係る移動無線装置が、当該契約約款に規定す

る営業区域内（ワイドスター通信サービス及びワイドスターⅢ通信サービスにあっては、わが国の陸上又は海上とします。以下この条

において同じとします。）に在圏する場合に限り行うことができます。 

   ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行

うことができない場合があります。 

３ （略） 

（注）（略） 

 

第 21 条～第 24 条 （略） 

 

    第５章～第８章 （略） 

 

 

料金表 

 

通則 

１～19 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

  第１ 通話料 

   １ 適用 

通  話  料  の  適  用 

(1)～(3)（略） （略） 

(4) 削 除 

 

 

 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1) ５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスに係る契約者（当該契約約款の規定により国際電話契約を締結している

者に限ります。）が、その契約の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結したとき。 

 (2)（略） 

 

第 10 条～第 15 条 （略） 

 

    第３章 （略） 

 

    第４章 通話 

 

第 19 条 （略） 

 

 （取扱地域等） 

第 20 条 通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。 

   ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。 

２ 国際電話サービスに係る通話（当社が別に定める機能を利用して行う通話及び専用回線等接続サービスに係る通話を除きま

す。）は、５Ｇサービスに係る移動無線装置、ＦＯＭＡサービスに係る移動無線装置、Ｘｉサービスに係る移動無線装置、ワイ

ドスター通信サービスに係る移動無線装置、ワイドスターⅢ通信サービスに係る移動無線装置又は卸携帯電話サービスに係る移

動無線装置が、当該契約約款に規定する営業区域内（ワイドスター通信サービス及びワイドスターⅢ通信サービスにあっては、わ

が国の陸上又は海上とします。以下この条において同じとします。）に在圏する場合に限り行うことができます。 

   ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行

うことができない場合があります。 

３ （略） 

（注）（略） 

 

第 21 条～第 24 条 （略） 

 

    第５章～第８章 （略） 

 

 

料金表 

 

通則 

１～19 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

  第１ 通話料 

   １ 適用 

通  話  料  の  適  用 

(1)～(3)（略） （略） 

(4) 控除残額及び繰越残

額に関する通話料の適

用 

ア 国際電話サービスの利用に係るＸｉ等において、当該契約約款に定めると

ころにより控除残額及び繰越残額（当社の提供する他の電気通信サービス

の料金に適用される場合は、その料金に適用された額を控除した後の額とし

ます。以下この欄において同じとします。）があるときは、２（料金額）の規
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(5)（略） 

(6) 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定により算定した額の月間累計額（料金月単位で累計した額とします。以

下同じとします。）からその控除残額及び繰越残額の合計額を控除した額を

適用します。 

   ただし、その月間累計額が控除残額と繰越残額の合計額に満たない場合

は、その月間累計額を控除した額を適用します。 

イ (6)に規定する定期包括割引又は(7)に規定する回線群を単位とする通話

料の月極割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話に

関する料金の月間累計額に代えて、その月間累計額からそれぞれの月極割

引に係る割引額を差し引いた額についてアの規定を適用します。 

(5)（略）  

(6) 定期包括割引（ビジネ

スセーバー）の適用 

 

 

 

 

 

 

ア 国際電話サービスの利用に係るＸｉ等（ＦＯＭＡサービスに係るものに限

ります。）において、当該契約約款に定めるところにより定期包括割引の適用

を受けている場合は、国際電話サービスに係る通話（国際ローミング機能に

係る通話を除きます｡ 以下この欄において同じとします。）に関する料金

（通話の料金に合算して請求するものを含みます。以下この欄において同じ

とします。）の月間累計額について、その定期包括割引に係る割引選択期

間及び最低利用額（Ｘｉ等の契約約款の規定に基づき契約者からあらか

じめ申出のあったものをいいます。）に応じて、次表に規定する額の割引を行

います。 

区    分 割  引  額 

割引選択 

期間 

最低利用額 国際電話サービスに係る通話に関する

料金の月間累計額に次の係数を乗じ

て得た額の合計額 

１年 100 万円 0.35 

500 万円 0.36 

1,000 万円 0.37 

3,000 万円 0.38 

5,000 万円 0.39 

２年 10 万円 0.32 

50 万円 0.35 

100 万円 0.38 

500 万円 0.39 

1,000 万円 0.40 

3,000 万円 0.41 

5,000 万円 0.42 

３年 10 万円 0.35 
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２ （略） 

 

第２表 （略） 

 

別表 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

(7)（略） （略） 

(8) ２年定期契約に係る

通信料月極割引又は定

期契約に係る通信料月

極割引（ビジネス通話

割引）の適用 

ア 国際電話サービスの利用に係るＸｉ（基本使用料の料金種別が当社が

別に定めるものであるものを除きます。）において、当該契約約款に定めると

ころによりビジネス通話割引の適用を受けている場合は、国際電話サービスに

係る通話（国際ローミング機能に係る通話を除きます｡ 以下この欄において

同じとします。）に関する料金（通話の料金に合算して請求するものを含み

ます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額について、次表に規

定する割引を行います。 

 １契約ごとに  

区    分 割 引 額 

指定割引回線群

に係る５Ｇサービス

及びＸｉの数 

 

（略） （略） 

イ （略） 

（注１）アに規定する当社が別に定めるものは、提供条件書「料金プラン（５

Ｇギガホプレミア/ギガホプレミア）」に規定するギガホプレミア、提供条件書「料

金プラン（ギガホ２等）」に規定するギガホ２、ギガライト２及びケータイプラン

２、提供条件書「料金プラン（はじめてスマホプラン）」に規定するはじめてスマ

ホプラン並びにＸｉサービス契約約款に規定するギガホ、ギガライト、ケータイプ

ラン、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホーダイプラン（ケータ

イ）及びＸｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）とします。 

 

 

（注２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ （略） 

 

第２表 （略） 

 

別表 （略） 

 

50 万円 0.38 

100 万円 0.41 

500 万円 0.42 

1,000 万円 0.43 

3,000 万円 0.44 

5,000 万円 0.45 

イ Ｘｉ等の契約約款に定める定期包括割引が廃止された場合及び定期包

括割引に係る月間利用額の合計額が最低利用額に満たない場合の国際

電話サービスに係る通話に関する料金の取扱いについては、Ｘｉ等の契約約

款に定める定期包括割引の場合に準ずるものとします。 

(7)（略） （略） 

(8) ２年定期契約に係る

通信料月極割引又は定

期契約に係る通信料月

極割引（ビジネス通話

割引）の適用 

ア 国際電話サービスの利用に係るＦＯＭＡ又はＸｉ（基本使用料の料金

種別が当社が別に定めるものであるものを除きます。）において、当該契約約

款に定めるところによりビジネス通話割引の適用を受けている場合は、国際電

話サービスに係る通話（国際ローミング機能に係る通話を除きます｡ 以下こ

の欄において同じとします。）に関する料金（通話の料金に合算して請求す

るものを含みます。以下この欄において同じとします。）の月間累計額につい

て、次表に規定する割引を行います。 

１契約ごとに  

区    分 割 引 額 

指定割引回線群

に係る５Ｇサービ

ス、ＦＯＭＡ及び

Ｘｉの数 

（略） （略） 

イ （略） 

（注１）アに規定する当社が別に定めるものは、提供条件書「料金プラン（５

Ｇギガホプレミア/ギガホプレミア）」に規定するギガホプレミア、提供条件書

「料金プラン（ギガホ２等）」に規定するギガホ２、ギガライト２及びケータ

イプラン２、提供条件書「料金プラン（はじめてスマホプラン）」に規定する

はじめてスマホプラン、Ｘｉサービス契約約款に規定するギガホ、ギガライ

ト、ケータイプラン、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）、Ｘｉカケホー

ダイプラン（ケータイ）及びＸｉカケホーダイプラン（ＳＩＭフリー）並びに

ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡカケホーダイプラン（スマ

ホ／タブ）及びＦＯＭＡカケホーダイプラン（ケータイ）とします。 

（注２）（略） 
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    附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号、令和８年３月 19 日経企 000600003947-01 号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務については、なお従前の

とおりとします。 

 （その他） 

３ 経企第 1605 号（令和元年９月 24 日）の附則第３項を次のように改めます。 

 ３ 削 除 

４ 経企 000600001917-01 号（令和７年９月 24 日）の附則第３項を次のように改めます。  

 ３ 削 除 
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専 用 回 線 等 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

  第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章 （略） 

 

    第３章 ビジネス mopera 契約 

 

第７条～第 11 条 （略） 

 

 （内線グループ等の指定等） 

第 11 条の２ 第９種接続装置に係る契約者は、内線番号、Ｘｉ等内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し

た５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５

Ｇhome でんわを除きます。）又はＸｉ用の番号であって、当社が定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいいます。以下

同じとします。）又は仮想内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、当社が定める方法によりあらかじめ登録を

行った番号であって、内線番号及びＸｉ等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。）を使用して、第９種接続装置

に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番

号の数並びにＸｉ等内線番号接続可能数（１の第９種接続装置に係る接続点からＸｉ等内線番号に係るアクセス回線への

通信を同時に行うことができる論理チャネルの数をいいます。以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。 

２～５ （略） 

 

第 11 条の３～第 11 条の４ （略） 

 

 （アクセス回線の登録等） 

第 12 条 第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係るビ

ジネス mopera 契約者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者識別番号等を当社が指定する

方法により申し出ていただきます。 

２ 当社は、前項の規定により第９種接続装置に係るビジネス mopera 契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続

のために必要な登録を行います。 

 (1)～(4)（略） 

用    語 用  語  の  意  味 

１～２ （略） （略） 

３ 専用回線等接続サービス 指定された電気通信回線又は当社が定める電気通信設備と当社が提供す

る５Ｇサービス（５Ｇhome でんわを除きます。以下別段の定めがある場合

を除き同じとします。）、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、ワイドスター

Ⅲ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等との間で通信を行

うために提供する電気通信サービス 

４～24 （略） （略） 

 

    第１章 総則 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第２章 （略） 

 

    第３章 ビジネス mopera 契約 

 

第７条～第 11 条 （略） 

 

 （内線グループ等の指定等） 

第 11 条の２ 第９種接続装置に係る契約者は、内線番号、Ｘｉ等内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し

た５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５

Ｇhome でんわを除きます。）、Ｘｉ又はＦＯＭＡ用の番号であって、当社が定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいい

ます。以下同じとします。）又は仮想内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、当社が定める方法によりあらか

じめ登録を行った番号であって、内線番号及びＸｉ等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。）を使用して、第９種

接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮

想内線番号の数並びにＸｉ等内線番号接続可能数（１の第９種接続装置に係る接続点からＸｉ等内線番号に係るアクセス

回線への通信を同時に行うことができる論理チャネルの数をいいます。以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。 

２～５ （略） 

 

第 11 条の３～第 11 条の４ （略） 

 

 （アクセス回線の登録等） 

第 12 条 第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係るビ

ジネス mopera 契約者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者識別番号等を当社が指定する

方法により申し出ていただきます。 

２ 当社は、前項の規定により第９種接続装置に係るビジネス mopera 契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続

のために必要な登録を行います。 

 (1)～(4)（略） 

用    語 用  語  の  意  味 

１～２ （略） （略） 

３ 専用回線等接続サービス 指定された電気通信回線又は当社が定める電気通信設備と当社が提供す

る５Ｇサービス（５Ｇhome でんわを除きます。以下別段の定めがある場合

を除き同じとします。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サ

ービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等

との間で通信を行うために提供する電気通信サービス 

４～24 （略） （略） 
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 (5) 申出のあったアクセス回線について、５Ｇサービス契約約款又はＸｉサービス契約約款に規定する番号変換機能の提供を受

けていないとき。 

 (6)（略） 

３～15 （略） 

（注）（略） 

 

 （国際アウトローミング接続） 

第 12 条の２ ビジネス mopera 契約者（第 11 種接続装置及び第 12 種接続装置に係る契約者に限ります。以下この条におい

て同じとします。）は、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定する国際アウトロ

ーミングの電気通信回線（第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに限ります。）にあっては、５Ｇサービス（５Ｇサービス契

約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわに限ります。）に係

る国際アウトローミングの電気通信回線を除きます。）と専用回線に係る接続点（当社が定めるものを除きます。）との間で通信

を行うことができます。 

２ （略） 

３ 当社は、第１項の規定によりビジネス mopera 契約者から申出があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、

接続のために必要な登録を行います。 

 

 

 

第 13 条～第 23 条 （略） 

 

    第４章～第５章の２ （略） 

 

    第５章の３ ＳＭＳ送信契約 

 

第 34 条の７～第 34 条の 10 （略） 

 

 （国際アウトローミング接続） 

第 34 条の 11 ＳＭＳ送信契約者は、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定

する国際アウトローミングの電気通信回線（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係

るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）との間で通信を行うことができます。 

２～３ （略） 

 

第 34 条の 12 （略） 

 

    第６章～第７章 （略） 

 

    第８章 通信 

 

 （通信の条件等） 

第 39 条 専用回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、通信の相手先となるアクセス回線に係る

契約約款に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 前３項の規定によるほか、第９種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

 (1) 第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）の１（適用）に規定するタイプ１に係るものに限ります。）に

係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。 

   ア 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス（別表２（付加機能）に規定する音声会議機能を利用する場合を除き、５

Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを

 (5) 申出のあったアクセス回線について、５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款又はＸｉサービス契約約款に規定

する番号変換機能の提供を受けていないとき。 

 (6)（略） 

３～15 （略） 

（注）（略） 

 

 （国際アウトローミング接続） 

第 12 条の２ ビジネス mopera 契約者（第 11 種接続装置及び第 12 種接続装置に係る契約者に限ります。以下この条におい

て同じとします。）は、５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契

約約款に規定する国際アウトローミングの電気通信回線（第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに限ります。）にあっては、

５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇ

home でんわに限ります。）に係る国際アウトローミングの電気通信回線を除きます。）と専用回線に係る接続点（当社が定める

ものを除きます。）との間で通信を行うことができます。 

２ （略） 

３ 当社は、第１項の規定によりビジネス mopera 契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を

行います。 

 (1) 別表２（付加機能）に規定するセンタ側課金機能又は即時接続機能の提供を受けているとき。 

 (2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

第 13 条～第 23 条 （略） 

 

    第４章～第５章の２ （略） 

 

    第５章の３ ＳＭＳ送信契約 

 

第 34 条の７～第 34 条の 10 （略） 

 

 （国際アウトローミング接続） 

第 34 条の 11 ＳＭＳ送信契約者は、５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯

電話サービス契約約款に規定する国際アウトローミングの電気通信回線（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に

係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）との間で通信を行うことができます。 

２～３ （略） 

 

第 34 条の 12 （略） 

 

    第６章～第７章 （略） 

 

    第８章 通信 

 

 （通信の条件等） 

第 39 条 専用回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、通信の相手先となるアクセス回線に係る

契約約款に定めるところによります。 

２～３ （略） 

４ 前３項の規定によるほか、第９種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

 (1) 第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）の１（適用）に規定するタイプ１に係るものに限ります。）に

係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。 

   ア 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス（別表２（付加機能）に規定する音声会議機能を利用する場合を除き、５

Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを



28 

 

除きます。）又はＸｉサービスの契約者回線へ通信を行うことができます。 

   イ～カ （略） 

 (2) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。 

   ア 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携

帯電話サービスに係る契約者回線等へ通信を行うことができます。 

  イ～カ （略） 

５ 前４項の規定によるほか、第 10 種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

 (1) 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯

電話サービスの契約者回線等へ通信を行うことができます。この場合の通信の取扱いについては、この約款によるほか、当該契約

約款に定めるところによります。 

 (2)～(7)（略） 

６ 前５項の規定によるほか、第 12 種接続装置に係る専用回線等接続サービス及びＳＭＳ送信サービスの通信の条件は、次の

とおりとします。 

 (1) 第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に接続された専用回線等に係る接続点又はＳＭＳ送信

機能に係る電気通信設備から５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢ

に係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショ

ートメッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。）を行うことができます。 

 (2) ５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線から第 12 種接続装置（プランＢ又はプランＣに係るもの

に限ります。）に接続された専用回線等に係る接続点へのショートメッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限

ります。）を行うことができます。 

 (3)（略） 

（注）当社が JAPAN ローミング™（当社の５Ｇサービス契約約款又はＸｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）を利

用できる状態としているときは、第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に係る専用回線等接続サ

ービスにおいては第 12 条の２（国際アウトローミング接続）に規定する必要な登録を当社が行っている場合、ＳＭＳ送信サー

ビスにおいては第 34 条の 11（国際アウトローミング接続）に規定する必要な登録を当社が行っている場合に限り、本条第６

項第１号に規定する通信を行うことができます。 

 

第 39 条の２～第 40 条 （略） 

 

    第９章 料金等 

 

      第１節 料金及び工事費 

 

 （料金及び工事費） 

第 41 条 当社が提供する専用回線等接続サービスの料金は、接続装置使用料、付加機能使用料、通信料、手続きに関する料

金、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ 前項によるほか、当社が提供する専用回線等接続サービスの通信に関する料金は、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約

約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定めるところによります。 

３ （略） 

 

     第２節 料金等の支払義務 

 

第 42 条 （略） 

 

 （通信に関する料金の支払義務） 

第 43 条 契約者は、第９種接続装置、第 10 種接続装置若しくは第 12 種接続装置に接続する専用回線等に係る接続点又は

ＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備からアクセス回線等への通信（その通信が契約者以外の者によって行われる場合を含みま

す。）があったときは、料金表第１表第３（通信料）の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。 

除きます。）、ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスの契約者回線へ通信を行うことができます。 

   イ～カ （略） 

 (2) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。 

   ア 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、ワイドスターⅢ通

信サービス又は卸携帯電話サービスに係る契約者回線等へ通信を行うことができます。 

   イ～カ （略） 

５ 前４項の規定によるほか、第 10 種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

 (1) 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、ワイドスターⅢ通信

サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等へ通信を行うことができます。この場合の通信の取扱いについては、この約款

によるほか、当該契約約款に定めるところによります。 

 (2)～(7)（略） 

６ 前５項の規定によるほか、第 12 種接続装置に係る専用回線等接続サービス及びＳＭＳ送信サービスの通信の条件は、次の

とおりとします。 

 (1) 第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に接続された専用回線等に係る接続点又はＳＭＳ送信

機能に係る電気通信設備から５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢ

に係るものに限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの

契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。）を行うことができます。 

 (2) ５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線から第 12 種接続装置（プランＢ又

はプランＣに係るものに限ります。）に接続された専用回線等に係る接続点へのショートメッセージ通信モードによる通信（当社

が別に定めるものに限ります。）を行うことができます。 

 (3)（略） 

 

 

 

 

 

 

第 39 条の２～第 40 条 （略） 

 

    第９章 料金等 

 

      第１節 料金及び工事費 

 

 （料金及び工事費） 

第 41 条 当社が提供する専用回線等接続サービスの料金は、接続装置使用料、付加機能使用料、通信料、手続きに関する料

金、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ 前項によるほか、当社が提供する専用回線等接続サービスの通信に関する料金は、５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス

契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定めるところによります。 

３ （略） 

 

     第２節 料金等の支払義務 

 

第 42 条 （略） 

 

 （通信に関する料金の支払義務） 

第 43 条 契約者は、第９種接続装置、第 10 種接続装置若しくは第 12 種接続装置に接続する専用回線等に係る接続点又は

ＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備からアクセス回線等への通信（その通信が契約者以外の者によって行われる場合を含みま

す。）があったときは、料金表第１表第３（通信料）の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。 
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２～４ （略） 

５ 契約者は、前４項の規定によるほか、別表２（付加機能）、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款、ワイドスター通

信サービス契約約款、ワイドスターⅢ通信サービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定めるところにより通信に関する

料金の支払いを要します。 

 

第 44 条～第 45 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

      第４節 預託金  

 

 （預託金） 

第 47 条 契約者又は専用回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、専用回線

等接続サービスの利用、名義変更の承諾又は付加機能の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 

 (1)～(2)（略） 

  

 (3)（略） 

２～５ （略） 

 

      第５節～第６節 （略） 

 

    第 10 章 （略） 

 

    第 11 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 54 条 当社は、専用回線等接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその専用回線等接続サ

ービスを提供しなかったときは、その専用回線等接続サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全て

の通信に著しい支障が生じ、専用回線等接続サービスが全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この

条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約

者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、専用回線等接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状

態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専

用回線等接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) ５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定める通信に関する料金（料金額の

算定方法は当該契約約款の規定に準じます。） 

３～４ （略） 

 

第 55 条～第 55 条の２ （略） 

 

    第 12 章 雑則 

 

 

    第５章～第８章 （略） 

 

第 56 条～第 57 条 （略） 

 

２～４ （略） 

５ 契約者は、前４項の規定によるほか、別表２（付加機能）、５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサー

ビス契約約款、ワイドスター通信サービス契約約款、ワイドスターⅢ通信サービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定

めるところにより通信に関する料金の支払いを要します。 

 

第 44 条～第 45 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

      第４節 預託金  

 

 （預託金） 

第 47 条 契約者又は専用回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、専用回線

等接続サービスの利用、名義変更の承諾又は付加機能の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) 別表２（付加機能）に定めるセンタ側課金機能の請求をしたとき。 

 (4)（略） 

２～５ （略） 

 

      第５節～第６節 （略） 

 

    第 10 章 （略） 

 

    第 11 章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 54 条 当社は、専用回線等接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその専用回線等接続サ

ービスを提供しなかったときは、その専用回線等接続サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全て

の通信に著しい支障が生じ、専用回線等接続サービスが全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この

条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約

者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、専用回線等接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状

態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専

用回線等接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) ５Ｇサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定める通

信に関する料金（料金額の算定方法は当該契約約款の規定に準じます。） 

３～４ （略） 

 

第 55 条～第 55 条の２ （略） 

 

    第 12 章 雑則 

 

 

    第５章～第８章 （略） 

 

第 56 条～第 57 条 （略） 
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 （利用に係る契約者の義務） 

第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

 (1)～(9)（略） 

２ （略） 

３ 当社は、接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備か

らの通信にあたって、次の行為があったと認めたときは、第１項第５号の規定に違反したものとして取り扱います。 

 (1) ５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線の契約者から受信を拒否する意思表示があったにもかか

わらず、再度送信する行為。 

 (2) 当社が大量と認めるショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求を実在しない５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携

帯電話サービスに係る契約者識別番号へ送信する行為。 

４ （略） 

（注）（略） 

 

第 59 条～第 62 条 （略） 

 

    第 13 章 その他のサービス 

 

第 63 条～第 64 条 （略） 

 

 （ショートコードの発行） 

第 65 条 ビジネス mopera 契約者（第 12 種接続装置（プランＢ又はプランＣに係るものに限ります。）に係る契約者に限りま

す。以下、この条において同じとします。）は、５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線との間のショート

メッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。）を、当社が別に定めるところにより、ショートコード（ビジネス

mopera 契約者からの請求により当社が付与した数字をいいます。以下同じとします。）を使用して行うことができます。 

 

２～３ （略） 

（注）（略） 

 

料金表 

 

通則 

１～12 （略） 

（注）（略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

  第１ 接続装置使用料 

   １ 適用 

接 続 装 置 使 用 料 の 適 用 

接続装置の種類等 ア ビジネス mopera サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

(ア)～(ク)（略） （略） 

(ケ) 第９種接続装

置（オフィスリンク） 

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉサー

ビス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ

 （利用に係る契約者の義務） 

第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

 (1)～(9)（略） 

２ （略） 

３ 当社は、接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備か

らの通信にあたって、次の行為があったと認めたときは、第１項第５号の規定に違反したものとして取り扱います。 

 (1) ５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線の契約者から受信を拒否する意思表

示があったにもかかわらず、再度送信する行為。 

 (2) 当社が大量と認めるショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求を実在しない５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘ

ｉサービス又は卸携帯電話サービスに係る契約者識別番号へ送信する行為。 

４ （略） 

（注）（略） 

 

第 59 条～第 62 条 （略） 

 

    第 13 章 その他のサービス 

 

第 63 条～第 64 条 （略） 

 

 （ショートコードの発行） 

第 65 条 ビジネス mopera 契約者（第 12 種接続装置（プランＢ又はプランＣに係るものに限ります。）に係る契約者に限りま

す。以下、この条において同じとします。）は、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者

回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。）を、当社が別に定めるところにより、ショ

ートコード（ビジネス mopera 契約者からの請求により当社が付与した数字をいいます。以下同じとします。）を使用して行うことが

できます。 

２～３ （略） 

（注）（略） 

 

料金表 

 

通則 

１～12 （略） 

（注）（略） 

 

第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 

  第１ 接続装置使用料 

   １ 適用 

接 続 装 置 使 用 料 の 適 用 

接続装置の種類等 ア ビジネス mopera サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

(ア)～(ク)（略） （略） 

(ケ) 第９種接続装

置（オフィスリンク） 

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、ＦＯＭＡ

サービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービ
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通信サービスの契約者回線との間で、内線番号

を使用して通話（おおむね３kHz の帯域を使

用して音声その他の音響を電気通信回線を通

じて送り、又は受ける通信）を行うことができるよ

うにするために設置するもの 

(コ) 第 10 種接続装

置（ボイスミーティン

グ） 

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉサー

ビス、ワイドスター通信サービス、ワイドスターⅢ通

信サービス及び卸携帯電話サービスに係る１又

は複数の契約者回線との間で通信（通話モー

ドによる通信に限ります。）を同時に行うことがで

きるようにするために設置するもの 

 

(サ)（略） （略） 

(シ) 第 12 種接続装

置（ＳＭＳセンタ

ーサービス） 

専用回線等接続契約に基づき、契約者があら 

かじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイ

ドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービス

の契約者回線との間でショートメッセージ通信モ

ードによる通信（当社が別に定めるものに限りま

す。）を行うことができるようにするために設置す

るもの 

(ス)（略） （略） 

イ 特定接続サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

特定接続装置 専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス

又はＸｉサービスの契約者回線等との間で通信

を行うことができるようにするために設置するもので

あって、当該契約約款に規定する sp モード電子

メールの送信を行うためのもの 

 

ウ 通話録音サービスに係る接続装置には次の種類があります。 

種    類 内    容 

通話録音接続装置 専用回線等接続契約に基づき、当社の電気通 

信設備から録音情報（５Ｇサービス契約約款

又はＸｉサービス契約約款に規定する通話録

音機能に係るものをいいます。）の伝送を行うこ

とができるようにするために設置するもの 

 

エ ＳＭＳ送信サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

ＳＭＳ送信機能 専用回線等接続契約に基づき、契約者があら

かじめ登録した５Ｇサービス（５Ｇサービス契

ス又はワイドスターⅢ通信サービスの契約者回線

との間で、内線番号を使用して通話（おおむね

３kHz の帯域を使用して音声その他の音響を

電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信）

を行うことができるようにするために設置するもの 

(コ) 第 10 種接続装

置（ボイスミーティン

グ） 

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、ＦＯＭＡ

サービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービ

ス、ワイドスターⅢ通信サービス及び卸携帯電話

サービスに係る１又は複数の契約者回線との間

で通信（通話モードによる通信に限ります。）を

同時に行うことができるようにするために設置する

もの 

(サ)（略） （略） 

(シ) 第 12 種接続装

置（ＳＭＳセンタ

ーサービス） 

専用回線等接続契約に基づき、契約者があら 

かじめ登録した５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービ

ス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又

は卸携帯電話サービスの契約者回線との間でシ

ョートメッセージ通信モードによる通信（当社が

別に定めるものに限ります。）を行うことができる

ようにするために設置するもの 

(ス)（略） （略） 

イ 特定接続サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

特定接続装置 専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス、

ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスの契約者回

線等との間で通信を行うことができるようにするた

めに設置するものであって、当該契約約款に規

定するｉモード電子メール又は sp モード電子メ

ールの送信を行うためのもの 

ウ 通話録音サービスに係る接続装置には次の種類があります。 

種    類 内    容 

通話録音接続装置 専用回線等接続契約に基づき、当社の電気通 

信設備から録音情報（５Ｇサービス、ＦＯＭ

Ａサービス契約約款又はＸｉサービス契約約

款に規定する通話録音機能に係るものをいいま

す。）の伝送を行うことができるようにするために

設置するもの 

エ ＳＭＳ送信サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種    類 内    容 

ＳＭＳ送信機能 専用回線等接続契約に基づき、契約者があら

かじめ登録した５Ｇサービス（５Ｇサービス契
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   ２ 

（略） 

 

  第 ２ 

付加機能

使用料    

   １ （略） 

 

   ２ 料金額 

約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分

のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５

Ｇhome でんわを除きます。）、Ｘｉサービス、

ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サ

ービスの契約者回線へのショートメッセージ通信

モードによる通信（当社が別に定めるものに限り

ます。）を行うことができる機能 

 

オ～チ （略） 

ツ 第 12 種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約者は

いずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきます。 

区    分 内    容 

プランＡ（ＳＭＳセン

タープッシュ） 

契約者があらかじめ登録した５Ｇサービス（５

Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契

約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限りま

す。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）、

Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は

卸携帯電話サービスの契約者回線へのショート

メッセージ通信モードによる通信（当社が別に定

めるものに限ります。）に限り行うことができるよう

にするもの 

プランＢ（ＳＭＳセン

ターアップ） 

５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信

サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線

から契約者へのショートメッセージ通信モードによ

る通信（当社が別に定めるものに限ります。）に

限り行うことができるようにするもの 

 

（略） （略） 

テ 第 12 種接続装置の接続装置使用料は、接続装置の種類、登録した５

Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービ

スの契約者識別番号の数並びに第 12 種接続装置（プランＢ又はプランＣに

係るものに限ります。）の接続装置を介して受信されたショートメッセージ通信

モードによる文字メッセージの数に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用す

ることとします。 

ト～ヌ （略） 

ネ ＳＭＳ送信機能の接続装置使用料は、５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイ

ドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者識別番号の登録数

に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用することとします。 

 

ノ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２ 

（略） 

 

  第 ２ 

付加機能

使用料    

   １ （略） 

 

   ２ 料金額 

約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分

のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５

Ｇhome でんわを除きます。）、ＦＯＭＡサー

ビス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス

又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショ

ートメッセージ通信モードによる通信（当社が別

に定めるものに限ります。）を行うことができる機

能 

オ～チ （略） 

ツ 第 12 種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約者は

いずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきます。 

区    分 内    容 

プランＡ（ＳＭＳセン

タープッシュ） 

契約者があらかじめ登録した５Ｇサービス（５

Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契

約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限りま

す。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）、

ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ

通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者

回線へのショートメッセージ通信モードによる通信

（当社が別に定めるものに限ります。）に限り行

うことができるようにするもの 

プランＢ（ＳＭＳセン

ターアップ） 

５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービ

ス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話

サービスの契約者回線から契約者へのショートメ

ッセージ通信モードによる通信（当社が別に定め

るものに限ります。）に限り行うことができるように

するもの 

（略） （略） 

テ 第 12 種接続装置の接続装置使用料は、接続装置の種類、登録した５

Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又

は卸携帯電話サービスの契約者識別番号の数並びに第 12 種接続装置（プ

ランＢ又はプランＣに係るものに限ります。）の接続装置を介して受信されたシ

ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数に応じて、２（料金額）の

とおり料金を適用することとします。 

ト～ヌ （略） 

ネ ＳＭＳ送信機能の接続装置使用料は、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービ

ス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約

者識別番号の登録数に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用することとし

ます。 

ノ （略） 
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  第 ３ 

通信料 

   １ 

適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 単    位 

料 金 額  （月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

代表機能（５Ｇデータアクセスセレクト

／Ｘｉデータアクセスセレクト） 

 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

通  信  料  の  適  用 

(1)～(1)の３ （略） （略） 

(1)の４ 第 10 種接続装置

に係る定額通信料の適用 

ア 第 10 種接続装置に係るビジネス mopera 契約者は、第 10 種接続装置

に係る接続点から定額対象Ｘｉ等（第 10 種接続装置に係るビジネス

mopera 契約者があらかじめ指定した５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款

に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限りま

す。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）及びＸｉのことをいいます。以下

同じとします。）に係る契約者回線への通話モードによる通信に関する料金に

ついて、その月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料を適用する取

扱い（以下「一斉同報定額」といいます。）を選択することができます。 

 

 表（略） 

イ～キ （略） 

(2) ５Ｇサービス、Ｘｉサー

ビス又は卸携帯電話サービ

スの契約者回線へのショー

トメッセージ通信モードによ

る通信の料金の適用 

ア 第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）又はＳ

ＭＳ送信機能に係る接続点から５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規

定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）

及び５Ｇhomeでんわを除きます。）、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービス

の契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信の料金は、次表に

定める料金の額を適用します。 

 表（略） 

イ （略） 

(3) 携帯電話通信料の月

極割引の適用 

携帯電話通信料の月極割引とは、第９種接続装置に接続する専用回線等に

係る接続点から、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome で

んわを除きます。）、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等へ

の通信を行った場合に、その通信に関する料金の月間累計額から次表に規定

する額の割引を行うことをいいます。 

割    引    額 

５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等への

通信に関する料金の月間累計額に 0.20 を乗じて得た額 

 

 

(4)～(6) （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第 ３ 

通信料 

   １ 

適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 単    位 

料 金 額  （月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

代表機能（５Ｇデータアクセスセレクト

／ＦＯＭＡパケットアクセスセレクト／

Ｘｉデータアクセスセレクト） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

通  信  料  の  適  用 

(1)～(1)の３ （略） （略） 

(1)の４ 第 10 種接続装置

に係る定額通信料の適用 

ア 第 10 種接続装置に係るビジネス mopera 契約者は、第 10 種接続装置

に係る接続点から定額対象Ｘｉ等（第 10 種接続装置に係るビジネス

mopera 契約者があらかじめ指定した５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款

に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限りま

す。）及び５Ｇhome でんわを除きます。）、ＦＯＭＡ及びＸｉのことをいい

ます。以下同じとします。）に係る契約者回線への通話モードによる通信に関

する料金について、その月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料を

適用する取扱い（以下「一斉同報定額」といいます。）を選択することができ

ます。 

 表（略） 

イ～キ （略） 

(2) ５Ｇサービス、ＦＯＭ

Ａサービス、Ｘｉサービス又

は卸携帯電話サービスの契

約者回線へのショートメッセ

ージ通信モードによる通信

の料金の適用 

ア 第 12 種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）又はＳ

ＭＳ送信機能に係る接続点から５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規

定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）

及び５Ｇhome でんわを除きます。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は

卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信

の料金は、次表に定める料金の額を適用します。 

 表（略） 

イ （略） 

(3) 携帯電話通信料の月

極割引の適用 

携帯電話通信料の月極割引とは、第９種接続装置に接続する専用回線等に

係る接続点から、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome で

んわを除きます。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービス

の契約者回線等への通信を行った場合に、その通信に関する料金の月間累計

額から次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 

割    引    額 

５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの

契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額に 0.20 を乗じて得た

額 

 

(4)～(6) （略） （略） 
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   ２ （略） 

 

  第４ （略） 

 

  第５ 電話ユニバーサルサービス料 

   １ （略） 

   ２ 料金額 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

（注）（略） 

 

  第６ 電話リレーサービス料 

   １ （略） 

   ２ 料金額 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

（注１）～（注２）（略） 

 

第２表～第３表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能  

料 金 種 別 単    位 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 （略） （略） （略） 

加算額 

  

（略） （略） 

料 金 種 別 単    位 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 （略） （略） （略） 

加算額 

  

（略） （略） 

種    類 提 供 条 件 

１～９ （略） （略） 

 

   ２ （略） 

 

  第４ （略） 

 

  第５ 電話ユニバーサルサービス料 

   １ （略） 

   ２ 料金額 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

（注）（略） 

 

  第６ 電話リレーサービス料 

   １ （略） 

   ２ 料金額 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

（注１）～（注２）（略） 

 

第２表～第３表 （略） 

 

別表１ （略） 

 

別表２ 付加機能  

料 金 種 別 単    位 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 （略） （略） （略） 

加算額 
１着信課金番号ごとに ２円 (2.2 円) 

１センタ側課金番号ごとに ２円 (2.2 円) 

（略） （略） 

料 金 種 別 単    位 

料 金 額（月額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 （略） （略） （略） 

加算額 １着信課金番号ごとに １円 (1.1 円) 

１センタ側課金番号ごとに １円 (1.1 円) 

（略） （略） 

種    類 提 供 条 件 

１～９ （略） （略） 
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別表３～別表４ （略） 

 

 

    附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号、令和８年３月 19 日経企 000600003947-01 号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

10 閉域接続機能 

   専用回線等に係る接続点との間の通信を、

契約者があらかじめ登録した５Ｇサービス（５

Ｇサービス契約約款に規定する一般契約に係る

区分のうち、コースＢに係るもの及びコースＡに

係るものであって当社が別に定める基本使用料

の料金種別に関するものを除きます。以下この欄

において同じとします。）の契約者回線との間の

通信（当該契約約款に規定するデータ通信モ

ードによる通信に限ります。以下この欄において

同じとします。）又はＸｉの契約者回線との間

の通信（当該契約約款に規定するデータ通信

モードによる通信に限ります。以下この欄において

同じとします。）に限り、行うことができるようにす

る機能をいいます。 

(1)（略） 

(2) ビジネス mopera 契約者は、登録に係る５Ｇ契約

者及びＸｉ契約者の承諾を得た上でその登録の請求

をしていただきます。 

(3) ビジネス mopera 契約者が登録できる５Ｇサービス

及びＸｉの数は当社が別に定める数以内とします。 

 

 

 

 

 

(4)（略） 

 

 

 

 

 

 

11～21 （略） （略） 

22 分割送信機能 

   専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに

限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きま

す。）、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの

契約者回線へのショートメッセージ通信モードによ

る通信（当社が別に定めるものに限ります。）に

おいて、当社が定める情報量を超えるデータを、

分割して伝送することができる機能をいいます。 

 

(1)～(2)（略） 

 

23 （略） （略） 

24 音声会議機能 

   主として契約者があらかじめ登録した５Ｇサ

ービス又はＸｉサービスに係る１又は複数の契

約者回線との間で通話を同時に行うことができる

ようにする機能をいいます。 

(1)～(7)（略） 

（注）（略） 

25 （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３～別表４ （略） 

 

 

 

 

 

 

10 閉域接続機能 

   専用回線等に係る接続点との間の通信を、

契約者があらかじめ登録した５Ｇサービス（５

Ｇサービス契約約款に規定する一般契約に係る

区分のうち、コースＢに係るもの及びコースＡに

係るものであって当社が別に定める基本使用料

の料金種別に関するものを除きます。以下この欄

において同じとします。）の契約者回線との間の

通信（当該契約約款に規定するデータ通信モ

ードによる通信に限ります。以下この欄において

同じとします。）、ＦＯＭＡサービスの契約者回

線との間の通信（当該契約約款に規定するパ

ケット通信モードによる通信に限ります。以下この

欄において同じとします。）又はＸｉの契約者

回線との間の通信（当該契約約款に規定する

データ通信モードによる通信に限ります。以下この

欄において同じとします。）に限り、行うことができ

るようにする機能をいいます。 

(1)（略） 

(2) ビジネス mopera 契約者は、登録に係る５Ｇ契約

者、ＦＯＭＡ契約者及びＸｉ契約者の承諾を得た上

でその登録の請求をしていただきます。 

(3) ビジネスmopera 契約者が登録できる５Ｇサービス、

ＦＯＭＡ及びＸｉの数は当社が別に定める数以内とし

ます。 

(4) この機能の提供を受けている第１種接続装置に係る

ビジネス mopera 契約者は、通信の相手先となるＦＯ

ＭＡの契約者回線への接続方法をあらかじめ選択する

ことができます。 

(5)（略） 

（注）(4)の規定により選択できる接続方法は、ＩＰアド

レスを使用して行う方法又は契約者識別番号を使用

して行う方法とします。 

11～21 （略） （略） 

22 分割送信機能 

   専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに

限ります。）及び５Ｇhome でんわを除きま

す。）、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸

携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッ

セージ通信モードによる通信（当社が別に定め

るものに限ります。）において、当社が定める情

報量を超えるデータを、分割して伝送することが

できる機能をいいます。 

(1)～(2)（略） 

 

23 （略） （略） 

24 音声会議機能 

   主として契約者があらかじめ登録した５Ｇサ

ービス、ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスに係

る１又は複数の契約者回線との間で通話を同

時に行うことができるようにする機能をいいます。 

(1)～(7)（略） 

（注）（略） 

25 （略） （略） 
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２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお

従前のとおりとします。 

 （その他） 

３ 経企第 543 号（平成 24 年７月 24 日）の附則第３項から第７項を次のように改めます。  

 ３ 削 除 

 ４ 削 除 

 ５ 削 除 

 ６ 削 除  

 ７ 削 除 

４ 経企 000600002901-01 号（令和７年 12 月 19 日）の附則第３項第２号の表中、センタ側課金機能、閉域接続機能

及び即時接続機能に関する部分を削除します。  
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個 別 信 用 購 入 あ っ せ ん 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （指定５Ｇ回線等の指定） 

第３条 申込者は、本契約の申込みにあたり、指定５Ｇ回線等（指定商品を主として接続する申込者の１の５Ｇ（５Ｇサービス

契約約款に規定する一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものを除きます。）、５Ｇhome でんわ、Ｘｉ又はＸｉユビキタ

ス（５Ｇサービス契約約款又はＸｉサービス契約約款（以下「５Ｇ約款等」といいます。）に規定するものをいいます。）をいい

ます。以下同じとします。）を指定することができます。 

２ （略） 

（注）（略） 

 

 （契約の申込方法及び承諾等） 

第４条 申込者は、本契約の申込みをするときには、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面を本申込書記載の契約事

務を行う販売店に提出していただきます。 

 (1)～(4)（略） 

２ （略） 

３ 当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。 

 (1)～(4)（略） 

 (5) 申込者が当社と締結している５Ｇサービス若しくはＸｉサービス（以下「５Ｇサービス等」といいます。）に関する料金その他の

債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき（５Ｇ約款等の規定により、当社が５Ｇサービス等の料金その他の債務に

係る債権を請求事業者（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡以下同じとします。）へ譲渡した場合であって、その請求事業

者への支払いがないときを含みます。）。 

 (6)～(8)（略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

 （契約上の地位の譲渡） 

第 10 条 契約者は、本契約（指定５Ｇ回線等の指定があるものを除きます。）の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件と

して、請求することができます。 

２ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所又は所属Ｘｉサービス取扱所（５Ｇ約款等に規定するものをいいます。以下同じとします。）に請求して

いただきます。 

３ （略） 

４ 前３項の規定にかかわらず、契約者は、指定５Ｇ回線等に係る名義変更（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡)があったと

きは、その指定５Ｇ回線等に係る本契約の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。  

５ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所又は所属Ｘｉサービス取扱所に請求していただきます。 

６ （略） 

 

第 11 条～第 19 条 （略） 

  

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （指定５Ｇ回線等の指定） 

第３条 申込者は、本契約の申込みにあたり、指定５Ｇ回線等（指定商品を主として接続する申込者の１の５Ｇ（５Ｇサービス

契約約款に規定する一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものを除きます。）、５Ｇhome でんわ、Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、

ＦＯＭＡ又はＦＯＭＡユビキタス（５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又はＦＯＭＡサービス契約約款（以下

「５Ｇ約款等」といいます。）に規定するものをいいます。）をいいます。以下同じとします。）を指定することができます。 

２ （略） 

（注）（略） 

 

 （契約の申込方法及び承諾等） 

第４条 申込者は、本契約の申込みをするときには、次に掲げる事項について記載した当社所定の書面を本申込書記載の契約事

務を行う販売店に提出していただきます。 

 (1)～(4)（略） 

２ （略） 

３ 当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。 

 (1)～(4)（略） 

 (5) 申込者が当社と締結している５Ｇサービス、Ｘｉサービス若しくはＦＯＭＡサービス（以下「５Ｇサービス等」といいます。）に

関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき（５Ｇ約款等の規定により、当社が５Ｇサービス等の

料金その他の債務に係る債権を請求事業者（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡以下同じとします。）へ譲渡した場合で

あって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。）。 

 (6)～(8)（略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

 （契約上の地位の譲渡） 

第 10 条 契約者は、本契約（指定５Ｇ回線等の指定があるものを除きます。）の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件と

して、請求することができます。 

２ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所、所属Ｘｉサービス取扱所又は所属ＦＯＭＡサービス取扱所（５Ｇ約款等に規定するものをいいます。

以下同じとします。）に請求していただきます。 

３ （略） 

４ 前３項の規定にかかわらず、契約者は、指定５Ｇ回線等に係る名義変更（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡)があったと

きは、その指定Ｘｉ回線等に係る本契約の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。  

５ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所、所属Ｘｉサービス取扱所又は所属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していただきます。 

６ （略） 

 

第 11 条～第 19 条 （略） 
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ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

    附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号） 

 （実施期日） 

１ この附則は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービスの料金その他の債務については、なお従前

のとおりとします。 

 （その他） 

３ 経企第 1605 号（令和元年９月 24 日）の附則第３項第１号中、「ワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサー

ビス」を「ワイドスター通信サービス、Ｘｉサービス」に、「ワイドスター通信サービス、ＦＯＭＡ、電話サービス」を「ワイドスター通信サー

ビス、電話サービス」に改めます。 

４ 経企第6306号（令和７年３月25日）の附則第3項第26号のイを次のように改めます。 

イ 削除 
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ワ イ ド ス タ ー Ⅲ 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

（目次） 

第１章～第12章 （略） 

第13章 その他のサービス 

第１節 番号案内サービス 

第71条 番号案内サービス 

第72条 番号案内サービス料等の支払義務等 

第２節～第５節 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

    第１章～第 11 章 （略） 

 

    第 12 章 雑則 

 

第 56 条～第 62 条 （略） 

 

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結） 

第 63 条 ワイドスターⅢ契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電

話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2) 当社が定めるワイドスター通信サービス、５Ｇサービス又はＸｉサービスの契約者がそのワイドスター契約、５Ｇ契約又はＸｉ

契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。 

 

２ （略） 

 

第 64 条～第 70 条 （略） 

 

 第13章 その他のサービス 

 

第１節 番号案内サービス 

 

（番号案内サービス） 

第71条 契約者は、番号案内サービス（NTTタウンページ株式会社が提供するiタウンページに掲載されている電話番号の案内を受

けることができるものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

（注）番号案内サービスにおいて、１回の利用で問合せを行うことができる電話番号の数は15件までとします。 

 

（番号案内サービス料等の支払義務等）  

第72条 番号案内サービスの利用に係る料金は、当社が定めるものとし、番号案内サービスを利用した契約者回線の契約者が、次

表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内サービス料及び番号案内サービスへの接続に係る通信料（以下「番号

案内サービス接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から番号案内サービスを利用した場合 （その

契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みま

その契約者回線の契約者 

（目次） 

第１章～第12章 （略） 

第13章 その他のサービス 

第１節 相互接続番号案内 

第71条 相互接続番号案内 

第72条 番号案内料等の支払義務等 

第２節～第５節 （略） 

料金表 （略） 

別表 （略） 

 

    第１章～第 11 章 （略） 

 

    第 12 章 雑則 

 

第 56 条～第 62 条 （略） 

 

 （当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結） 

第 63 条 ワイドスターⅢ契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電

話契約を締結したこととなります。 

   ただし、次の場合は、この限りでありません。 

 (1)（略） 

 (2) 当社が定めるワイドスター通信サービス、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスの契約者がそのワイドスター契約、

５Ｇ契約、ＦＯＭＡ契約又はＸｉ契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契約を締結する場合であって、国際電話サービス

を継続して利用するとき。 

２ （略） 

 

第 64 条～第 70 条 （略） 

 

第13章 その他のサービス 

 

第１節 相互接続番号案内 

 

（相互接続番号案内） 

第71条 契約者は、当社が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業者」といいます｡) が提供する電話番号等の案内（以下

「相互接続番号案内」といいます｡) を利用することができます。  

（注）本条に規定する番号案内事業者は、ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社とします。 

 

（番号案内料等の支払義務等）  

第72条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定め

るものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内

料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料（以下「番号案内接続通信料」といいます。）の支払いを要します。 

区 別 支払いを要する者 

契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 （その

契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。 

その契約者回線の契約者 
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す。） 

２ 前項の規定にかかわらず、番号案内サービスの利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信

時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内サービス料及び番号案内サービス接続通信料（以下「番号案内サービス料等」といいます。）に関するその他の提供条

件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内サービス料等については通信料とみなして取り扱います。 

 

第２節～第５節 （略） 

 

料金表 

 

通則 

１～11 （略） 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

12 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスターⅢ通信サービス（当社が提供する他の電気通信サ

ービスであって、その料金等がワイドスターⅢ通信サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この

項において同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請

求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情

報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）

を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下

「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったワイドスターⅢ通信サービスに係る料金等が、他のワイドスターⅢ通信サービス、５Ｇサービス、Ｘi サービス、ワ

イドスター通信サービス又はＩＰ通信網サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 

 (3)（略） 

13 （略） 

14 当社は、ワイドスターⅢ通信サービスに係る料金その他の債務が、他のワイドスターⅢ通信サービス、５Ｇサービス、Ｘｉサービス、

ワイドスター通信サービス又はＩＰ通信網サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受

けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのワイドスターⅢ通信サービスについて契約者から第

12 項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

15～16 （略） 

17 ワイドスター通信サービス、５Ｇサービス又はＸｉサービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにワイド

スターⅢ契約を締結した場合は、継続してワイドスターⅢ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

   ただし、契約の解除のあったＸｉサービスに係る契約に係る料金等において、Ｘｉサービス契約約款に規定する電子媒体による

請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月については、この減額を適用しません。 

 

18～21 （略） 

22 第39条（基本使用料等の支払義務）から第43条（工事費の支払義務）までの規定、第44条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定及び第72条（番号案内サービス料等の支払義務等）の規定等により、この料金表通則及び料金表別記

に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算

した額とします。 

ただし、税込額のみで定める場合の料金及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との

間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金については、この限りでありません。 

23～32 （略） 

（電話ユニバーサルサービス料の適用） 

33 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 39 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によります。

この場合において、ワイドスター契約、５Ｇ契約又はＸｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契

 

２ 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通

信時間に係る通信料については、支払いを要しません。  

３ 番号案内料及び番号案内接続通信料（以下「番号案内料等」といいます。）に関するその他の提供条件については、通信料

に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。 

 

第２節～第５節 （略） 

 

料金表 

 

通則 

１～11 （略） 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

12 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスターⅢ通信サービス（当社が提供する他の電気通信サ

ービスであって、その料金等がワイドスターⅢ通信サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この

項において同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請

求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情

報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）

を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下

「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったワイドスターⅢ通信サービスに係る料金等が、他のワイドスターⅢ通信サービス、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサービ

ス、Ｘi サービス、ワイドスター通信サービス又はＩＰ通信網サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社

が別に定めるとき。 

 (3)（略） 

13 （略） 

14 当社は、ワイドスターⅢ通信サービスに係る料金その他の債務が、他のワイドスターⅢ通信サービス、５Ｇサービス、ＦＯＭＡサー

ビス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はＩＰ通信網サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の

通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのワイドスターⅢ通信サービスにつ

いて契約者から第 12 項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

15～16 （略） 

17 ワイドスター通信サービス、５Ｇサービス、Ｘｉサービス又はＦＯＭＡサービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と

同時に新たにワイドスターⅢ契約を締結した場合は、継続してワイドスターⅢ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

   ただし、契約の解除のあったＦＯＭＡサービス又はＸｉサービスに係る契約に係る料金等において、ＦＯＭＡサービス契約約款

又はＸｉサービス契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知を受けている場合の料金等の減額が適用される暦月に

ついては、この減額を適用しません。 

18～21 （略） 

22 第39条（基本使用料等の支払義務）から第43条（工事費の支払義務）までの規定、第44条（相互接続通信に係る料

金の取扱い）の規定及び第72条（番号案内料等の支払義務等）の規定等により、この料金表通則及び料金表別記に定める

料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額と

します。 

ただし、税込額のみで定める場合の料金及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との

間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金については、この限りでありません。 

23～32 （略） 

（電話ユニバーサルサービス料の適用） 

33 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第 39 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によります。

この場合において、ワイドスター契約、５Ｇ契約、ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約又は
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約を締結した場合における当該暦月の電話ユニバーサルサービス料の適用については、継続してワイドスターⅢ契約を締結していた

ものとみなして取り扱います。 

 （電話リレーサービス料の適用） 

34 電話リレーサービス料の適用については、第 39 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によります。この場

合において、ワイドスター契約、５Ｇ契約又はＸｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契約を締

結した場合における当該暦月の電話リレーサービス料の適用については、継続してワイドスターⅢ契約を締結していたものとみなして

取り扱います。 

35～40 （略）  

41 番号案内サービス料等の適用については、第72条（番号案内サービス料等の支払義務等）及び料金表別記の規定によるほ

か、次に定めるところによります。 

(1) 番号案内サービスの利用は通話モードにより行うものとし、番号案内サービス接続通信料は料金表別記に規定する額を適用し

ます。 

(2) 番号案内サービスを利用した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、その番号案内サービス料等の支払いを要しま

せん。この場合において、すでにその番号案内サービス料等が支払われているときは、その番号案内サービス料等を返還します。 

ア 緊急通報用電話番号の問合わせに対し、番号案内をしたとき。 

イ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 

42～43 （略） 

44 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）してい

る２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ又は

Ｘｉに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、その者がｄカード

お支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定額

を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇhome でんわ、Ｘ

ｉ、Ｘｉユビキタス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。 

 

（注１）～（注２）（略） 

 

別記 

１～７ （略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

 (1)～(3)（略） 

(4) 番号案内サービス料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内サービス料 １電話番号ごとに （略） 

番号案内サービス接続通信料  その契約者回線から当社が別に定める協定事業

者が提供する電気通信サービスの契約者回線へ

の通信に係る料金額と同額 

 

別表１～別表６ （略 

 

 

附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号） 

  この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 

Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契約を締結した場合における当該暦月の電話ユニバー

サルサービス料の適用については、継続してワイドスターⅢ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

 （電話リレーサービス料の適用） 

34 電話リレーサービス料の適用については、第 39 条（基本使用料等の支払い義務）及び料金表別記の規定によります。この場

合において、ワイドスター契約、５Ｇ契約、ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約若しくはＦＯＭＡ位置情報契約又はＸｉ

契約若しくはＸｉユビキタス契約の解除と同時に新たにワイドスターⅢ契約を締結した場合における当該暦月の電話リレーサービス

料の適用については、継続してワイドスターⅢ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

35～40 （略） 

41 番号案内料等の適用については、第72条（番号案内料等の支払義務等）及び料金表別記の規定によるほか、次に定めると

ころによります。 

(1)相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は料金表別記に規定する額を適用します。 

 

(2)番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合について

は、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 

 

 

42～43 （略） 

44 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項において「一括請求」といいます。）してい

る２以上の電気通信サービスにより構成される回線群（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ、Ｘ

ｉ又はＦＯＭＡに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対し、その

者がｄカードお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）の適用を受けることとなるときのその割引額又は

割引予定額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇ

home でんわ、Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス、ＦＯＭＡ位置情報、ワイドスター通信サービス又はワイド

スターⅢ通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。 

（注１）～（注２）（略） 

 

別記 

１～７ （略） 

 

８ その他のサービスに関する料金等 

(1)～(3)（略） 

(4) 番号案内料等 

区 分 単 位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内料 １電話番号等ごとに （略） 

番号案内接続通信料  その契約者回線から番号案内事業者が提供する

電気通信サービスの契約者回線への通信に係る

料金額と同額 

 

別表１～別表６ （略） 
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Ｉ Ｐ 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

    第１章～第２章 （略） 

 

    第３章 ＩＰ通信網契約 

 

      第１節 （略） 

 

      第２節 一般契約  

 

第８条～第 12 条 （略） 

 

 （特定Ｘｉ等の指定） 

第 12 条の２ 契約者は、特定Ｘｉ等（１のＩＰ通信網契約について、契約者が指定する１の５Ｇ又はＸｉ（当該契約約款

に規定するものをいい、次のいずれかに該当するものを除きます。）をいいます。以下同じとします。）を指定することができます。 

 

 (1)～(2)（略） 

 (3) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定める提供条件書に規定する home５Ｇプラン又は home でんわライト/ベーシック

であるもの。 

 

 (4)～(5)（略） 

２ （略） 

 

第 12 条の３～第 17 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

    第４章～第 15 章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～６ （略） 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

７ 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＩＰ通信網サービス（当社が提供する他のＩＰ通信網サービ

スであって、その料金等がＩＰ通信網サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において

同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び

通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料

金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積

するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子

媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったＩＰ通信網サービスに係る料金等が、他の５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいいま

す。以下同じとします。）、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ワイドスター

通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サー

ビス（ワイドスターⅢ通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求され

 

    第１章～第２章 （略） 

 

    第３章 ＩＰ通信網契約 

 

      第１節 （略） 

 

      第２節 一般契約  

 

第８条～第 12 条 （略） 

 

 （特定Ｘｉ等の指定） 

第 12 条の２ 契約者は、特定Ｘｉ等（１のＩＰ通信網契約について、契約者が指定する１の５Ｇ、ＦＯＭＡ又はＸｉ（当

該契約約款に規定するものをいい、次のいずれかに該当するもの又は共用ＦＯＭＡに係るものを除きます。）をいいます。以下同

じとします。）を指定することができます。 

 (1)～(2)（略） 

 (3) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定める提供条件書に規定する home５Ｇプラン若しくは home でんわライト/ベーシ

ック又はＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡプラン 39 等、ＦＯＭＡデータプラン 22、タイプ 2in1 若しくはタイプＳ

Ｓ 2in1 等であるもの。 

 (4)～(5)（略） 

２ （略） 

 

第 12 条の３～第 17 条 （略） 

 

      第３節 （略） 

 

    第４章～第 15 章 （略） 

 

 

料金表 

通則 

１～６ （略） 

 （電子媒体による請求額情報の通知） 

７ 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＩＰ通信網サービス（当社が提供する他のＩＰ通信網サービ

スであって、その料金等がＩＰ通信網サービスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において

同じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び

通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料

金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積

するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子

媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

 (1)（略） 

 (2) その請求のあったＩＰ通信網サービスに係る料金等が、他の５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定するものをいいま

す。以下同じとします。）、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ＦＯＭＡ

サービス（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ワイドスター通信サービス（ワイドスター

通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サ
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ている場合であって、当社が別に定めるとき。 

 

 (3)（略） 

８ （略） 

９ 当社は、ＩＰ通信網サービスに係る料金その他の債務が、他の５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイド

スターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に

係る料金等と一括して請求されている場合は、そのＩＰ通信網サービスについて契約者から第７項に規定する請求があったものと

みなして取り扱います。 

10～25 （略） 

 

第１表～第３表 （略） 

 

別表１～別表３ （略） 

 

 

 

附 則（令和８年３月 12 日経企 000600003817-01 号） 

  この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

  

 

ービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が

別に定めるとき。 

 (3)（略） 

８ （略） 

９ 当社は、ＩＰ通信網サービスに係る料金その他の債務が、他の５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス、ワイドスター通

信サービス又はワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている

ものに限ります。）に係る料金等と一括して請求されている場合は、そのＩＰ通信網サービスについて契約者から第７項に規定す

る請求があったものとみなして取り扱います。 

10～25 （略） 

 

第１表～第３表 （略） 

 

別表１～別表３ （略） 
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音 声 利 用 I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

（目次） 

第１章～第14章 （略） 

第15章 その他のサービス 

第72条～第73条 （略） 

 

 

 

料金表 

通則 （略） 

第１表～第３表 （略） 

 

 

別表 （略） 

附則 （略） 

 

第１章～第13章 （略） 

 

第14章 雑則 

 

第60条～第64条 （略） 

 

（番号情報の提供） 

第65条 契約者は、当社の番号情報（特定ＦＴＴＨ事業者が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業

者等（当社が別に定めるものに限ります）へ提供するために必要な情報をいいます。以下この条において同じとします。）につい

て、当社が特定ＦＴＴＨ事業者に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

２ 契約者は、前項の規定により当社が特定ＦＴＴＨ事業者に提供した番号情報を、特定ＦＴＴＨ事業者が電気通信事業者

等に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

 

（注１）～（注２）（略） 

 

第66条～第71条 （略） 

 

第15章 その他のサービス 

 

第72条～第73条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目次） 

第１章～第14章 （略） 

第15章 その他のサービス 

第72条～第73条 （略） 

第74条 電話帳掲載 

第75条 番号案内 

第76条 番号案内料の支払義務等 

料金表 

通則 （略） 

第１表～第３表 （略） 

第４表 重複掲載料 

第５表 番号案内料 

別表 （略） 

附則 （略） 

 

第１章～第13章 （略） 

 

第14章 雑則 

 

第60条～第64条 （略） 

 

（番号情報の提供） 

第65条 契約者は、当社の番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な情報（74条（電話帳掲載）及び第75条（番号案

内）の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます。）をいいます。以下この条におい

て同じとします。）について、当社が特定ＦＴＴＨ事業者に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

２ 契約者は、前項の規定により当社が特定ＦＴＴＨ事業者に提供した番号情報を、特定ＦＴＴＨ事業者が電話帳発行又は

番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等（当社が別に定める者に限ります。）に提供する場合があることにあらかじめ

同意するものとします。 

（注１）～（注２）（略） 

 

第66条～第71条 （略） 

 

第15章 その他のサービス 

 

第72条～第73条 （略） 

 

（電話帳掲載） 

第74条 当社は、料金表第４表に定めるところにより、電話帳（特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するタウンページウェブ

版及びタウンページ冊子版をいいます。以下同じとします。）への掲載を行います。 

 

（番号案内） 

第75条 契約者は、当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号等（当社又 は特定ＦＴＴＨ事業者が付与した契約者

識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします｡) の案内（以下、「番号案内」とい

います。）を利用することができます。 
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料金表 

（料金表目次） 

通則（略） 

第１表～第３表 （略） 

 

 

 

 

 

通則 

１～16 （略） 

17 第44条（基本使用料等の支払義務）の規定から第48条（工事費の支払義務）までの規定により、この料金表に定める料

金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。   

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

 

18 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表～第３表 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（番号案内料の支払義務等） 

第76条 番号案内の利用に係る料金は、番号案内を利用した契約者回線（その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合

を含みます。）の契約者が、次表に定めるところにより、料金表第５表（番号案内料）に規定する番号案内料の支払いを要しま

す。  

２ 番号案内料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料については通

信料とみなして取り扱います。 

 

料金表 

（料金表目次） 

通則（略） 

第１表～第３表 （略） 

第４表 重複掲載料 

第５表 番号案内料 

   １ 適用 

   ２ 料金額 

 

通則 

１～16 （略） 

17 第44条（基本使用料等の支払義務）の規定から第48条（工事費の支払義務）までの規定、第76条（番号案内料の支

払義務等）の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当

額を加算した額とします。   

ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

18 （略） 

（注１）～（注２）（略） 

 

第１表～第３表 （略） 

 

第４表 重複掲載料 

区 分 単 位 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

タウンページウェブ版に係

るもの 

電話帳掲載のつど１掲

載ごとに 
500円 (550円) 

タウンページ冊子版に係

るもの 

電話帳発行のつど１掲

載ごとに 
500円 (550円) 

 

第５表 番号案内料 

１ 適用 

番  号  案  内  料  の  適  用 

(1) 視覚障害者等が利用する場

合の番号案内料の適用除外 

電話番号案内を利用する者（特定ＦＴＴＨ事業者が別に定める者に限りま

す。）が、特定ＦＴＴＨ事業者が別に定めるところにより番号案内を利用する

ときは、２（料金額）の規定にかかわらず、番号案内料の支払いを要しません 

(2) 番号案内料等免除者の取扱

い等 

(1)の規定によるほか、番号案内料免除者の取扱い、番号案内の問合せ番

号等の数、番号案内料の支払いを要しない場合については、番号案内事業

者の契約約款の規定に準じて取り扱います。 

２ 料金額 
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別表１～別表６（略） 

 

 

附 則（令和８年３月12日経企000600003817-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務については、

なお従前のとおりとします。 

 

区 分 単 位 

料 金 額  

次の税抜額（かっこ内は税込

額） 

番号案内料 １電話番号等ごとに 400円（440円） 

 

別表１～別表６（略） 
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割 賦 販 売 契 約 約 款 の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （指定５Ｇ回線等の指定） 

第３条 申込者は、本契約の申込みにあたり、指定５Ｇ回線等（指定商品を主として接続する申込者の１の５Ｇ、５Ｇhome で

んわ又はＸｉ（５Ｇサービス契約約款又はＸｉサービス契約約款（以下「５Ｇ約款等」といいます。）に規定するものをいいま

す。）をいいます。以下同じとします。）を指定することができます。 

２ （略） 

（注）（略） 

 

 （契約の申込方法及び承諾等） 

第４条 申込者は、本契約の申込みをするときには、当社所定の方法により、次に掲げる事項を記入し、当社に提出していただきま

す。 

   ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 (1)～(4)（略） 

２ 当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。 

 (1)～(4)（略） 

 (5) 申込者が当社と締結している５Ｇサービス若しくはＸｉサービス（以下「５Ｇサービス等」といいます。）に関する料金その他の

債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき（５Ｇ約款等の規定により、当社が５Ｇサービス等の料金その他の債務に

係る債権を請求事業者（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡以下同じとします。)へ譲渡した場合であって、その請求事業

者への支払いがないときを含みます｡)。 

 (6)～(8)（略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

 （契約上の地位の譲渡） 

第 10 条 契約者は、本契約（指定５Ｇ回線等の指定があるものを除きます。）の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件と

して、請求することができます。 

２ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所又は所属Ｘｉサービス取扱所（５Ｇ約款等に規定するものをいいます。以下同じとします。）に請求して

いただきます。 

３～４ （略） 

５ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するとき は、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所又は所属Ｘｉサービス取扱所に請求していただきます。 

６ （略） 

 

第 11 条～第 18 条 （略） 

 

  

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 （指定５Ｇ回線等の指定） 

第３条 申込者は、本契約の申込みにあたり、指定５Ｇ回線等（指定商品を主として接続する申込者の１の５Ｇ、５Ｇhomeで

んわ、Ｘｉ又はＦＯＭＡ（５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又はＦＯＭＡサービス契約約款（以下「５Ｇ約款

等」といいます。）に規定するものをいいます。）をいいます。以下同じとします。）を指定することができます。 

２ （略） 

（注）（略） 

 

 （契約の申込方法及び承諾等） 

第４条 申込者は、本契約の申込みをするときには、当社所定の方法により、次に掲げる事項を記入し、当社に提出していただきま

す。 

   ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

 (1)～(4)（略） 

２ 当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。 

 (1)～(4)（略） 

 (5) 申込者が当社と締結している５Ｇサービス、Ｘｉサービス若しくはＦＯＭＡサービス（以下「５Ｇサービス等」といいます。）に

関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき（５Ｇ約款等の規定により、当社が５Ｇサービス等の

料金その他の債務に係る債権を請求事業者（５Ｇ約款等に規定するものをいいます｡以下同じとします。)へ譲渡した場合であ

って、その請求事業者への支払いがないときを含みます｡)。 

 (6)～(8)（略） 

 

第５条～第９条 （略） 

 

 （契約上の地位の譲渡） 

第 10 条 契約者は、本契約（指定５Ｇ回線等の指定があるものを除きます。）の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件と

して、請求することができます。 

２ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所、所属Ｘｉサービス取扱所又は所属ＦＯＭＡサービス取扱所（５Ｇ約款等に規定するものをいいます。

以下同じとします。）に請求していただきます。 

３～４ （略） 

５ 契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するとき は、当事者が連署した当社所定の書面により、所

属５Ｇサービス取扱所、所属Ｘｉサービス取扱所又は所属ＦＯＭＡサービス取扱所に請求していただきます。 

６ （略） 

 

第 11 条～第 18 条 （略） 
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５ Ｇ 契 約 及 び Ｘ ｉ 契 約 に 関 す る 取 扱 い の 一 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます）は、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置（８日以内キャンセル）」及

び「初期契約解除」に基づく取扱いを以下のとおり定め、５Ｇサービス及びＸｉサービスにかかる契約に適用します。 

 

第 1 条 （用語の定義） 

1. 本書における用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。なお、本書に定めのない用語の意味は、「５Ｇサービス契約約

款」又は「Ｘｉサービス契約約款」の定めるところによります。 

(1) 「契約者」とは、５Ｇ契約者、５Ｇhome でんわ契約者、Ｘｉ契約者又はＸｉユビキタス契約者であって個人名義の

ものをいいます。 

(2) 「５Ｇ契約等」とは、契約者が当社との間で締結する５Ｇ契約（ワンナンバー機能に係る付加機能契約を除きます。以

下同じとします。）、５Ｇhome でんわ契約、Ｘｉ契約（ワンナンバー機能に係る付加機能契約を除きます。以下同じ

とします。）、Ｘｉユビキタス契約又はワンナンバー機能に係る付加機能契約をいいます。 

 

(3)～(4)（略） 

 

第 2 条～第７条 （略） 

 

 

 

 

平成 28 年 5 月 21 日 制定 

平成 29 年 12 月 1 日 改定 

令和 2 年 3 月 25 日 改定 

令和 2 年 12 月 1 日 改定 

令和 3 年 7 月 8 日 改定 

令和 3 年 8 月 27 日 改定 

令和 4 年 3 月 29 日 改定 

令和 8 年 4 月 1 日 最終改定 

 

 

 

 

 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます）は、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置（８日以内キャンセル）」及

び「初期契約解除」に基づく取扱いを以下のとおり定め、５Ｇサービス、Ｘｉサービス及びＦＯＭＡサービスにかかる契約に適用しま

す。 

 

第 1 条 （用語の定義） 

1. 本書における用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。なお、本書に定めのない用語の意味は、「５Ｇサービス契約約

款」、「Ｘｉサービス契約約款」又は「ＦＯＭＡサービス契約約款」の定めるところによります。 

(1) 「契約者」とは、５Ｇ契約者、５Ｇhome でんわ契約者、Ｘｉ契約者、Ｘｉユビキタス契約者、ＦＯＭＡ契約者又は

ＦＯＭＡユビキタス契約者であって個人名義のものをいいます。 

(2) 「５Ｇ契約等」とは、契約者が当社との間で締結する５Ｇ契約（ワンナンバー機能に係る付加機能契約を除きます。以

下同じとします。）、５Ｇhome でんわ契約、Ｘｉ契約（ワンナンバー機能に係る付加機能契約を除きます。以下同じ

とします。）、Ｘｉユビキタス契約、ＦＯＭＡ契約、ＦＯＭＡユビキタス契約又はワンナンバー機能に係る付加機能契約

をいいます。 

(3)～(4)（略） 

 

第 2 条～第７条 （略） 

 

 

 

平成 28 年 5 月 21 日 制定 

平成 29 年 12 月 1 日 改定 

令和 2 年 3 月 25 日 改定 

令和 2 年 12 月 1 日 改定 

令和 3 年 7 月 8 日 改定 

令和 3 年 8 月 27 日 改定 

令和 4 年 3 月 29 日最終改定 

 

 

 

 

 

 

 


